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   〔開議 午前９時５９分〕 

○議長（木原 宏君） ただいまから立川市議会政

治倫理条例検討会議を開催いたします。 

 本日が第５回目の開催となります。本日の議題に

つきましては、クラウドに掲載した日程のとおりで

ございます。 

 本日の進め方についてお諮りをいたします。 

 初めに、本日の資料について、議会事務局から説

明をお願いいたします。 

 次に、本日御検討いただきたい事項について、事

務局から説明をお願いいたします。 

 １、前文の検討、２、政治倫理基準の検討、３、

審査会及び委員の検討、４、調査開始の要件、５、

審査会への付託、６、調査の進め方の大きく六つの

検討項目がございますので、よろしくお願いをいた

します。 

 それぞれの検討事項ごとに事務局からの説明の後、

順次御検討をお願いいたします。 

 最後に、次回の日程を御決定いただきたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） 御異議なしと認め、そのよ

うにさせていただきます。 

 初めに、本日の資料について、議会事務局から説

明をお願いいたします。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） 本日の資料につ

いては、代表者会議と同様に全て議会クラウドに上

げており、紙の配付はございません。 

 議会クラウドの市議会、立川市議会政治倫理条例

検討会議、令和５年５月15日のフォルダを御覧くだ

さい。 

 資料１は、第５回検討会議における検討事項です。 

 本日は、この内容に沿って御検討いただきたいと

思います。 

 資料２は、立川市議会議員政治倫理条例の前文及

び第１条の改正案、逐条解説案です。 

 資料２の参考資料として、前回会議から変更した

内容が分かるよう変更履歴つきの資料を掲載してい

ます。本日は、この内容で問題ないか御検討いただ

きたいと思います。 

 資料３は、立川市議会議員政治倫理条例の第３条、

政治倫理基準の改正案になります。 

 また、資料３の補足資料は、政治倫理基準の第７

号に関連して、立川市議会議員政治倫理条例制定時

に行われた議論（会議録）を抜粋しています。必要

に応じて御覧ください。 

 資料３の参考資料として、前回会議から変更した

内容が分かるよう変更履歴つきの資料も掲載してい

ます。 

 資料４は、議会基本条例の改正案です。 

 本日は、この内容で問題ないか御検討いただきた

いと思います。 

 また、参考資料として、先日、政治倫理条例の見

直しについてホームページで意見募集を開始しまし

たが、１件御意見が寄せられましたので、掲載して

います。御確認いただければと思います。 

 説明は以上です。 

 

 前文の検討 

 

○議長（木原 宏君） それでは、日程１、前文の

検討を議題といたしたいと思います。 

 資料１を御覧ください。 

 まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） 本題に入る前に、

ホームページでの意見募集について、現在までに寄

せられた意見を報告します。クラウドの参考資料を

御覧ください。 

 現在までに寄せられた意見は１件です。今後も追

加の意見がありましたら、定期的にクラウドに掲載

してまいります。 

 それでは、１、前文の検討について御説明します。 

 前文は、前回の検討会議で方向性が決定したとこ

ろです。しかし、その後に地方自治法が改正され、
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議員の役割が法律上にも明記されることとなりまし

た。 

 そこで、本条例が改正後の地方自治法の趣旨にも

沿ったものであることを積極的に示すため、前回の

決定内容に一部修正を加えることを事務局から御提

案するものです。 

 あわせて、逐条解説についても分かりやすくなる

よう文言の整理をしております。 

 資料２の１ページを御覧ください。 

 前文の２段落目に、地方自治法の条文に沿って、

「市民の負託を受け誠実に職務を行うこと」との文

言を追加しています。それとともに、追加した文言

に包含される文言を削除しています。 

 ２ページ目の逐条解説でも、該当部分を修正して

います。また併せて、ほかの部分も分かりやすくす

るための修正をしています。 

 修正内容の詳細な説明は割愛させていただきます

が、お気づきの点があれば御指摘をお願いいたしま

す。 

 以上のとおり、資料２について、地方自治法改正

の趣旨を踏まえて前文を修正するか、御検討をお願

いいたします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりであり

ます。 

 それでは、網かけの枠内の検討事項について皆様

に御議論をいただきたいというふうに思います。 

 御意見がございましたらお出しいただければと思

います。 

○議員（上條彰一君） 今、事務局長から報告があ

ったわけでありますが、自治法の改正で「市民の負

託を受け誠実に職務を行うこと」という文言が改正

になったということで、これは入れるというのは当

然のことと考えますので、修正をすべきということ

で了解をいたします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見ございますで

しょうか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、これで追加と、事務

局案を採用するという形で進めさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、日程１、前文の検討については終了と

いたします。 

 

 政治倫理基準の検討 

 

○議長（木原 宏君） 続いて、日程２、政治倫理

基準の検討を議題といたします。 

 まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） それでは、政治倫

理基準の検討について御説明します。 

 前回の検討会議で条例第３条の政治倫理基準につ

いて御検討いただきました。その中で結論が出た条

文と、次回までに事務局で検討することとなった条

文があります。事務局で新たに協議していただく必

要があると考えた事項も含めて、第３条全体の改正

案を作成しました。 

 事務局から先週の火曜日に資料３をお送りしてお

りますので、そちらを御覧ください。なお、先週の

木曜日にクラウドに掲載した資料３も同じ内容です

ので、どちらを御覧いただいても差し支えありませ

ん。 

 柱書きと現第１号の前段について御説明します。 

 第１号は、「市民全体の代表として品位と名誉を

損なう行為」という文言が抽象的であることが課題

となっていました。 

 これを目的規定に新たに加えることとなりました

「資質向上及び誠実かつ公正な職務遂行」の文言を

ベースに、具体化を試みた事務局案を作成いたしま

した。 

 また、事務局案のように修正する場合、「市民全

体の代表として品位と名誉を損なう行為」の部分は、

それ自体に固有の意義がない場合は削除すべきと考
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えられます。 

 現第１号の後段と現第２号は、前回の会議の決定

事項のとおりに修正しています。 

 現第３号は、前回の会議で茨木市の条文を参考に

して、事務局で文言を整理することとなっていまし

た。それを踏まえて条文案を作成しております。こ

れについて、規定すべき内容を満たしているか、ま

たは規定が過剰になっていないか、御確認をお願い

いたします。 

 また、現在の条例では、関係団体についての規定

がありません。これを茨木市に倣って追加するのか、

追加する場合にはどのような団体を指すことにする

のか、御協議をお願いいたします。 

 現第４号は、修正はありません。 

 現第５号は、前回検討会議で様々な人事のパター

ンを含めるよう「人事異動等」とすることと決まっ

た部分について、その趣旨をより明確化するため、

本市の職員倫理条例の規定から引用した文言に修正

しています。 

 現第６号は、前回検討会議で「後援団体」の定義

の明確化を事務局で検討することとなっていました

ので、公職選挙法の該当部分を引用するようにして

います。 

 現第７号は、前回検討会議で地方自治法の改正に

対応するための文言整理をすることとなりました。

第７号の前段は、その決定に沿って修正をしており

ます。 

 また、第７号の後段は「議員は補助団体の長には

ならない」という趣旨の規定ですが、この点は平成

16年の制定時に必要性が議論になった結果、条文に

盛り込まれたものです。 

 前回会議では、第７号は法律以上の規制をするも

のではないということが確認されましたが、その趣

旨に沿うと後段は削除することとなります。そのと

おり削除してよいか、確認をお願いいたします。 

 現第８号は、修正はありません。 

 なお、前回会議で幾つかの「法令を遵守すべき」

という規定の追加を見送ったことと合わせて、こち

らも削除を検討する必要がないか、御検討をお願い

いたします。 

 新第10号から15号までは、前回会議で新たに追加

すべきと決定した事項を条文化したものです。それ

ぞれ規定を置くこととした意図を反映した条文にな

っているか、御確認をお願いいたします。 

 以上のとおり、第３条、政治倫理基準の改正案に

ついて、事務局改正案のとおりでよいかの御確認と、

事務局からの提案についての御協議をお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりであり

ます。 

 それでは、網かけの枠内の検討事項について、上

から１項目ずつ、１号ごとに皆様に御議論をいただ

きたいと思います。 

 まず、柱書きと第１号の前段について、ここの部

分についての御質疑をいただきたいというふうに思

います。御質疑ございましたらお出しいただければ

と思います。 

 検討事項のところです。まず最初に、柱書きの現

第１号の前段のところでございます。修正内容、ま

た課題が１、２という形で検討事項、事務局案をど

のように修正するか、あるいはこの文言には残すべ

き必要性があるのかないのか、そういったことを御

検討いただければと思います。 

 抽象性が課題でありました「市民全体の代表とし

て品位と名誉を損なうような行為」をこのような事

務局案に修正するということと、修正した場合、

「市民全体の代表として」の云々というところは、

特に必要がなければ削除というような方向で御検討

いただきたいというところでございますので、御議

論があれば、御意見があれば、お出しをしていただ

きたいと思います。 

○議員（山本みちよ君） ここの文言に関してです

が、あくまでも「品位と名誉」というのはかなり理
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念条例に近いようなイメージを持っています。かな

り具体的な倫理基準にしていくということを考えま

すと、特に追加で16号になるんですかね、一番最後

の部分にそういった形は違いますけども、載せてあ

るという部分で、この基準に合わせて活動すること

で近づけるのではないかというふうに考えますので、

この文言削除でもよいのではないかと考えます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見ございますでしょうか。 

○議員（上條彰一君） お配りいただいている資料

３の３ページを見せていただきました。事務局の皆

さんのところで相当いろんな検討がされているとい

うことがよく分かりまして、私もいわゆる柱書きの

ところはこのように修正をするということでいいん

じゃないかと思います。 

 それから、前回のときにも品位と名誉を損なうよ

うな行為を行わないことということで、これはかな

り理念的なものだということもあって、具体化が必

要だという議論もありましたし、私どももいろんな

具体的な事例を挙げた上で、最後のところに移して、

包括的に記述をするということで対応すべきではな

いかという、そういう御意見も申し上げましたので、

事務局提案のように最後のほうに持っていくという

ことで、なおかつその文言も具体的に内容が分かる

ようなものに置き換えるという、そのほうが非常に

分かりやすいというか、基準として明確になるとい

うことでよいのではないかと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見はございます

でしょうか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私も事務局案に賛同です。

上條議員の提案もあったように、後ろで包含するよ

うな形でまとめていくといったようなお話として、

ここに示していただいたので、その内容として賛同

いたします。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見がございます

でしょうか。 

 今の御意見ですと、事務局案を採用するという意

見で一致できるのかなというふうに思いますので、

この柱書き、現第１号前段の部分については事務局

案を採用していくという形でお願いをしたいと思い

ます。漠然としたところは削除というところでいき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 続きまして、現第１号の後段のところは、検討会

議の決定事項のとおり修正をしております。ここの

部分については、このままでよろしいかどうかだけ

確認をしたいと思います。御意見がなければ、この

まま進めさせていただきたいと思います。よろしい

ですね。 

 続きまして、現第２号も同じでございますので、

前回と相違がなければ、このまま進めさせていただ

きたいというふうに思いますので、よろしいでしょ

うか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） 続きまして、現第３号、茨

木市の条例を基に事務局で文言を整理することとい

うふうになっておりましたので、それを踏まえて、

条文案を作成しております。 

 規定すべき内容を満たしているかどうか、過剰に

なっていないかどうか、関係団体を対象に入れるか

どうか、そういったことを御協議いただければとい

うふうに思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。御意見があれば、お出しをいただきたいという

ふうに思います。―では、事務局案のとおり、

これも採用していくという形で進めさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いします。資料

３の１ページの（４）の部分ですかね。 

 １点だけ確認をさせていただきますと、後段の部

分で「関係団体が行う補助金その他の給付の決定若

しくは請負」云々ということの関係団体を対象に入

れる場合には、どのような団体を示すということを

規定すべきかということで御意見をいただければと
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思いますけども、御意見があれば。 

○議員（上條彰一君） 茨木市の例では、７ページ

にありますように、関係団体について会議規則で定

めていて、土地開発公社だとか、保健医療センター、

文化振興財団、社会福祉協議会、シルバー人材セン

ター、市の観光協会なども挙げられているわけです

が、本市の場合にそこら辺の関係というのはどうか

というのは、いろいろ細目検討してみる必要はある

と思いますけれども、茨木市にないものとして、例

えば立川でいうと、都市センターですとか、まちづ

くり協議会等もありますので、そういったものを入

れるかどうかということはちょっと検討が必要なの

かなと思いました。 

 いわゆる通常の議員活動でそこら辺の関係でいろ

んな影響力を持つとかいうことになれば、当然いろ

いろ入れておく必要があるのかなと思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見はございますでしょうか。 

○議員（上條彰一君） それともう一つ、７ページ

に何をしてはならないかというところの部分があり

まして、私としてはかなり重要な点があるかなと思

いました。特定の者とする場合に特定の個人、企業

及び団体等を包括するということになるのですが、

禁止行為に何を入れるのかということはかなりきち

んと精査をしないとまずいのかなと思いました。 

 というのは、先般、奈良県の香芝市で我が党の議

員の生活保護の同行申請の問題が市議会で取り上げ

られて、大分問題にされたということがありました。

奈良の地方裁判所は、正当な議員活動の一環で、問

題にすること自体が問題なんだということでなりま

したし、私もやはり生活保護の当事者の方がなかな

か自分でいろいろ言うことができないところをサポ

ートするというのは、議員でなくても様々な支援団

体の方たちもやっていることでありますので、そう

いったふうに広くすることによって、議員活動を狭

く捉えるというか、できなくするというのはやっぱ

り問題があると思いますから、そこら辺はきちんと

確認をしておく必要があると思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 今、上條議員がおっしゃられたとおり、確かに何

をしてはならないの部分については、該当範囲をあ

まり広く定めてしまうと、正当な議員活動に抵触を

して、議員活動が委縮するというおそれも確かに一

方ではありますので、そのためその地位を不当に利

用してというような文言の表現になるんだろうなと

いうところでございますので、当然その辺の御協議

は慎重にやっていただく必要はあるのかなというふ

うに思っております。 

 関係団体について、ほかに御意見がございました

らお出しをしていただきたいと思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） やはり市の関係団体とい

うふうに示されても、そこはどういう内容かという

ことは提示しておくというか、そこは必要だという

ふうに思っておりますので、そこがどういうところ

なのかということを明記したほうがいいと思ってい

ますが、これを逐条解説、そこに明記するときにど

こにこの内容を、その条例の下に具体的に示すわけ

じゃなくて、規則で定めるんですかね、その位置づ

けをどこの場所に書いていくのかというのは少しち

ょっと分からないので、そういったことも明記する

場合はどこのところなのかということをちょっとお

聞きしたいと思います。 

○主任（小林直岐君） その場合にはいろいろなや

り方がありまして、茨木市みたいに限定列挙するこ

ともできますし、あるいはこれこれのような団体と

いうような形にして、それに含まれるかどうか分か

らないものがあったときに、逐一検討できるような

形にすることもできるかとは思っております。

（「定める場所は」と呼ぶ者あり）その場合、それ

を定めるのがどちらにする形もできると考えており

ます。条例でも、規則でも、あるいは逐条でも大丈

夫かと思っております。 
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 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 関係団体については、規則に書くということであ

りますので、ここのところは方向性をどういう形を

関係団体というようなところに定めていくかという

方向性と、何をしてはならないという部分も当然全

てを明記するということは事実上不可能なのだろう

というふうに思いますので、その地位を利用して不

当にというような表現にしておいて、どこが規定す

るのかというのは、それは表現の書き方、し方、関

係団体においてもそのような形になると思います。 

 全部列挙するということでもいいんでしょうけど

も、なかなかこのケースはどうなんだというような

一般的に関係団体とはこういう団体みたいな形にし

て、そこに当てはまるかどうかが疑義が生じた場合

は、別途また協議するみたいなような表現というん

でしょうか、規則の中でそういう縛り方をしていく

ということでクリアできるのかなというふうに思い

ますので、そういった表現の方向性がここで確認で

きれば、ちょっとまた事務局のほうで整理してもら

うということでいいのかなとも思いますけども、よ

ろしいでしょうか、それで。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 今ので事務局のほうで示

していただければと思いますが、そうなってくると、

関係団体という定義みたいなものを示すということ

ですね、そういうことなんですか。そういう形で案

を示していただければと思います。お願いします。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 事務局のほうは今の感じ、ニュアンスでいけそう

ですか。では、そのような形で進めさせていただき

たいと思います。現第３号については、そのような

形で進めさせていただきたいと思います。 

 次に、現第４号については修正なし、これはよろ

しいですね、そのまま飛ばしてね。 

 次、現第５号の部分については、このような形で

改正案が示されております。人事異動のところの部

分について、明確化したほうがいいのではないかと

いうような形でございます。修正案は前回決定の意

図と相違していないかどうか、チェックをしていた

だいて、御意見を出していただければと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

 降任、転任も読み込めるようにというような御意

見があって、それに対応しているというようなこと

でございます。御意見が出たとおりにはなっている

のかなと思うのですが。 

○議員（上條彰一君） 有利な場合だけでなくて、

不利な場合もあるということで御指摘をいたしまし

て、それを盛り込んでいただいたので、これで結構

だと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 皆さんもこれでよろしいですかね。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、進めさせていただき

たいと思います。 

 続きまして、現第６号、事務局で検討することと

なっておりました後援団体の定義について、公職選

挙法を引用することといたしました。修正案の内容

について御確認をいただきたいと思いますので、御

意見があればお出ししていただきたいと思います。

―では、このような形で進めさせていただきた

いと思います。 

 続きまして、現第７号でございます。①、前回会

議で法律改正に対応するための文言修正のみをする

との結論であったが、それを踏まえた文言となって

おりますが、御確認をいただきたいと思います。 

 また、②の現７号の後段のところ、議員は補助団

体の長にはならない旨の規定は、平成16年の条例制

定時にも必要性が議論になった前回会議では法律以

上の規制を施す意図はないとの結論でありましたと

いうことで、今回は後段は削除でいいかどうか、こ

れを御確認をいただきたいと思います。 

 御意見があればお出しをしていただきたいと思い

ます。 
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○議員（稲橋ゆみ子君） この第７号のところの地

方自治法92条２号の規定ということで、改めてやは

りいろんなどの議員がどの位置づけにいることによ

って、影響が出てくるかということになって、一番

いろいろと補助金とか、委託とか、そういったとこ

ろでの関与ということでは問われることだ、基本的

なことであるというふうに思っております。 

 その中でちょっと私は改めて地方自治法92条の２、

議員の兼業禁止に関わる調査報告ということが函館

市で一つの事案がありまして、その調査報告の内容

を見せていただきました。 

 インターネットで検索したんですけども、その資

料がもしできれば事務局に用意していただいて、何

を言いたいかといいますと、この中で政治倫理審査

会にかけられる事案の中で、この92条の２項の趣旨

と判断基準の確認ということを皆さんで行っている

というところの論点が整理されているんです。 

 そういった内容を改めてこの中で確認して、先ほ

ど規則の中のことを削除するかどうかということが

どうなのかということをみんなで確認していければ

いいかなというふうに思っております。 

 資料のほう、もしできれば議長のオーケーをいた

だければ、皆さんにちょっと配っていただきたいと

思います。 

○議長（木原 宏君） 資料のほうは事務局に提出

されているということなので、これを許可したいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

   〔資料配付〕 

○議長（木原 宏君） 今、お手元に稲橋議員から

提出をされました部分について、資料でございます

けど、補足して稲橋議員から説明があればお願いを

したいと思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 資料を提示させていただ

いてありがとうございます。 

 私のほうで補足というか、ちょっと長くなるんで

すけど、自治法第92条の２の趣旨と判断基準の確認

ということが書かれているのを、これを読み上げて

よろしいでしょうか。 

○議長（木原 宏君） どうぞ。 

○議員（稲橋ゆみ子君） すみません。それでは、

その内容、函館市の状況におきまして、調査報告の

中で確認をされているところの内容を改めて読ませ

ていただきます。 

 法第92条の２に定める議員の兼業禁止規定の趣旨

や判断基準等についてということで、以下、大きく

５点示されておりますので、読み上げさせていただ

きます。 

 １点目、法第92条の２に定める議員の兼業禁止の

規定の趣旨は、議会運営の公正を保障するとともに、

行政の事務執行の適正を確保するため、主として請

負をする法人の役員に就くこと自体を禁じている。 

 法第92条の２に規定する「請負」については、広

く営業としてなされている経済的ないし営利的取引

であって、一定の時間的継続性や反復性を有する取

引関係のことであると解されている。 

 ３点目、法人格のない社団の代表としての議員が

地方公共団体と請負契約をする場合は、実態から判

断し、権利能力なき社団としての組織を備え、代表

の方法、総会・理事会等の運営、財産の管理などの

社団としての主要な点が確立しているものであれば、

法人に関する規定を適用すると解されている。 

 ４点目、法第92条の２に規定する「これらに準ず

るべき者」については、法人の取締役等と同程度の

執行力と責任とを当該法人に対して有する者の意で

あって、果たしてこれらに準ずるべき者に該当する

かどうかは、その会社における実態に即して判断さ

れるべきであると解されている。 

 ５点目、法第92条の２に規定する「主として同一

の行為をする法人」については、当該普通地方公共

団体等に対する請負が当該法人の業務の主要部分を

占め、当該請負の重要度が議員の職務執行の公正、

適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程

度に至っている場合の当該法人を指すものと解され

ている。 
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 また、請負量が当該法人の全体の業務量の半分を

超えている場合は、そのこと自体において、当該法

人は「主として同一の行為をする法人」に当たるも

のと言うべきであるが、半分を超えない場合であっ

ても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、

その重要度が議員の職務執行の公正、適正を損なう

おそれが類型的に高いと認められる程度にまで至っ

ているような事情があるときは、当該法人は「主と

して同一の行為をする法人」に当たると解されてい

るということが示されていました。 

 ここは少し法律の部分なので、解釈は難しいんで

すけども、ここを私たちが受け止めながら、先ほど

の補助団体の長にならないという文言を削除すると

いうか、この重要な内容を私たちはどのように受け

止めて、この中に位置づけるかというのは、実はや

はりとても重要な部分だというふうに思っておりま

すので、私が気づいた中での函館市の状況を抜粋し

たところで、皆さんに御説明というか、情報を御提

示させていただきました。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（木原 宏君） 稲橋議員からの説明は以上

であります。 

 現第７号の後段の部分のところに係る判断という

ことになるのかなと思うんですけど、ちょっと難し

い法律的な解釈も含まれてきてしまうので、どうこ

れを御協議いただくかというようなところにもなる

んですけども、稲橋議員からすると、補助団体の長

というのをどのように捉えているのかということも

併せてお示しをいただけると非常にありがたいかな

と思いますので、よろしくお願いをします。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私が今回この函館市の状

況を見て、皆さんにお伝えしたほうがいいかなとい

うふうに思った点は、通常、今回の取扱いの事案に

なった件は、議員がそこの委託先のところの長にな

っていたというところが、ある部署の委託をしたと

いうところで調べたら分かったという案件なんです。 

 ですから、通常そこの長になって委託を受けると

いうことは、議員としては通常はそこはどうなのか

というふうに思うはずだというふうに思うんですけ

れども、そのあたりのところがどのぐらい長期やっ

ていたのか、短期なのか、その辺のあたりは詳細は

つかんでいないんですけれども、そういう受け止め

をそれぞれが認識がきちんとできているのかなとい

うことを改めて私たちは確認していかなければいけ

ないんではないかなというふうに思っております。 

 ですから、長になっていれば、委託を受けて、税

金でお金が払われるという段階のときに、議員自体

がそれで適正なのかどうかということに判断をする

ことが、その人の個人個人になってしまうのではま

ずいわけですよね。 

 ですから、そういう位置づけの確認を私たちはど

こでするのかというと、法に従ってというふうにな

ってしまうと、大きくそこは法を一人一人が捉える

というところとしては、こういうふうに事件として

なってきて、初めて自分の位置づけが不適切だった

というふうに気がつくのかどうか、政治倫理審査会

にかけられるという手順になっているわけですから、

そのあたりをどういうふうに確認するか。 

○議長（木原 宏君） 今、稲橋議員から御提示い

ただいた函館市の場合を見ると、ラグビー場の公園

を直接市から維持管理の業務委託をもらっていると

いうフットボール協会というところの長になってい

た。直接市との契約関係があったということで、多

分恐らく問題になっていて、これをどう判断してい

くのかというのは、非常に協議していくのは難しい

のかな。 

 例えば間接的に市からは当然補助みたいなことを

もらっている団体というのも当然あるじゃないか。

例えば学校のＰＴＡの会長に議員さんがなっていた

として、間接的に見れば、学校に補助は当然入って

いますよね。例えば体育団体なんかも直接市と契約

関係はないですけども、例えば体協を通じて補助が

下りている団体とかは当然あるわけで、それは幼稚

園にしても保育園にしても、いろんなどこまでそれ
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をどう判断するのかというのは非常に難しいからこ

そ、また議員の成り手不足云々のところでも、この

請負のある部分は緩和をしていこうというような方

向も一方では示されているというようなこともある

と、おっしゃっている意味はすごくよく分かるので、

確かに函館市の場合なんかだと、恐らく直接市から

発注が出るような、委託契約を直接何も間に介さな

いで直接契約するところの団体の長になっていたの

が議員さんだということは、確かにそこは問題ある

のかなというようなところも示されたので、こうい

うこともあったのかなと思うので、どこまでどれを

どういうふうに規定するのかということが、法律で

都度都度問題になったケースは、多分司法の場で判

断していただかないといけないようなところも多分

に含まれるのだろうなという、特に議員の兼業禁止

に関わる事項なんかはまさにそういうところなので、

御意見があれば、ぜひお出しはいただきたいのかな

と思いますけども、なかなかおっしゃっていること

は非常によく問題提起とすれば、内容とすれば分か

るところですけど、これをどう７号の後段の部分で

整理していくのかというのは、非常にちょっと考え

を整理していかないといけないと。 

○議員（頭山太郎君） そうしますと、稲橋議員は

一切何も議員はならないほうがいいんじゃないかと

いう御趣旨のことでおっしゃっているのか、そこが

ちょっと分からないんですけど、平成16年の総務委

員会の中島光男委員のやり取りとか見ていますけど、

このときはやっぱりいろいろ御意見が出て、補助団

体の長にならないことに関しては、議会の申合せ事

項にもあるようなことを書いているんですけども、

そこら辺もちょっと整理しなきゃいけないなと思い

ますし、田代容三委員が質問していることに対して

も、中島委員のほうで、長になっちゃいけないだけ

であって、副とか、ほかのものはいいんですよとい

うようなことをおっしゃっているんですけど、この

ときはいきさつがあって決めたことがあったと思う

んですけども、それからいろいろ変化してきて、こ

のときのいきさつがあるとは思うんですけども、そ

れからいろいろまた動いていることもありますし、

反省も踏まえて、どういうふうにしていくのか、ち

ょっと稲橋議員は一切やらないほうがいいというこ

とをおっしゃっているんですか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私は一切やらないほうが

いいということを言っているわけではなくて、市が

委託をして、市民との協働でこれからやっていくと

いうところでは、当然そこは市民と一緒にやってい

く委託という、そういうことになったときに、お金

が動いていくということとしては、協働の中の一つ

のものとして捉えていくということも出てくるんだ

というふうに思っているんですけども、そのときに

議員がそこの長であるというところの問題があると

ころは、どういうところだったら問題なのかという

ところとしては、そういうことを議論するというと

ころもなかなかないですので、全部が駄目とかとい

うことを言っているわけじゃない。とても難しいと

思うんです。 

 だから、利益がそこに発生する、議員が長である

ということで、利益が発生すれば、当然そこは兼業

というところの捉え方じゃなくて、そのあたりのと

ころは私は逆に聞きたいです、教えてほしいです。 

○議長（木原 宏君） 稲橋議員が多分恐らく問題

としたいのは、先ほどの不当な働きかけみたいなこ

とにつながらないようにしないといけないというこ

となんだろうとは理解はできるところなんです。 

 例えば函館の場合だと、多分入札だったのだろう

なとか、分からないですけども、指定管理なのか分

からないですけども、そういったところに議員が長

になっていると、不当に何かいろいろな働きかけが

あって、その結果、仕事が受注できたんじゃないか

という疑念を生むおそれがあるという、そういうこ

となんだろうと思いますので、そういった議員の地

位を利用した不当な働きかけみたいなものに取られ

ないような規定というんでしょうか、決まりみたい

なものが盛り込めればいいのかなとも思いますし、
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なかなか難しい。それしかないかなと思うんですけ

ども。 

○議員（上條彰一君） 平成16年のときに大分問題

になったのは、特定の議員が地元の自治会の自治会

長になっていたというのがあって、それでいわゆる

補助金、補助団体の長にはならないという申合せを

したけれども、一向に改まらないと。なおかつ、し

たがって政治倫理条例の施行規則の中にもきちんと

補助団体の長にはならないということを明記してい

こうじゃないかと。実はそういう申合せがあったの

に、なっていて、議会に副会長を呼びつけて、それ

で自分は副会長にバトンタッチするから、いわゆる

議会の役職に就くみたいなことなんかもやられたん

ですよ。相当議会としては何やっているんだという

ことで非難を浴びて、それでというのがあるんです。 

 だから、地元の住民の方からすれば、議員をやっ

ているから、いろいろ市政に対する話が早く行くだ

ろうみたいな話もあって、いろいろやったんですけ

れども、ただそこら辺は改まったかというと、なか

なか改まらないというのが、いろいろ会長には就か

ないけれども、副会長だとか、顧問だとか、いろん

な肩書を使って、時々市に対して圧力をかけるとか、

そんなのがいろいろやられたというのが、私の記憶

ですけど、あります。 

 ですので、ここら辺はしっかり立川の住民自治の

遅れている側面でもあると思いますけれども、そこ

ら辺はきちんと我々議員自身がしっかりそういうこ

とにならないようにするということを戒める意味で

も、こういうのが入ったし、相当議論があって、施

行規則そのものもすんなり決まると思ったけど、相

当議論して、実際に条例の制定からちょっと遅れて

施行規則が出来上がるみたいなことで、かなりの議

論があったというふうに聞いておりますけど。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 上條議員、長い議員歴の中で我々が分からないと

ころまでお示しをいただいて大変ありがたいと思い

ますけども。 

○副議長（高口靖彦君） 自治会であるとか、いろ

んなところの長になる件については、私も中島議員

に聞いたことがあるので、大体分かるんですけれど

も、今、時代が変わってきていまして、16年前と。

現状はどんどん潰れていると。ＰＴＡもなくなって

いますし、老人会もなくなっている。この大半が役

員、特に会長をやりたくないということで、結局な

くなってしまう。 

 私も確認しながら、副会長だったり、顧問という

形で携わらせていただきながら、地域の中で一生懸

命やっていますけれども、会長だけ、長だけはでき

ないという状況なのですが、遠慮しているという状

況なのですが、ただ今後どこまでそれを維持できる

か。 

 要は結局その会がなくなってしまったら本末転倒

になってしまって、私ももうすぐ老人会のほう声か

かってくるんだろうなと思っていますけれども、そ

ういったところで要は80代、90代の方がやむなくみ

たいな形で継がれて、全国においては恐らく自治会、

昔はいろんなしがらみや人間関係の勢力関係とか、

いろんなものがあって、関係団体の長になることを

議員が遠慮するというふうな状況にあったんだと思

うんですけど、今、人手不足で、本当にコミュニテ

ィの存続が危ぶまれる中にあって、そこを今もそれ

でも副役職の中での関与はいいよというふうにして

きているんですが、そこをどこまで踏み込む。要は

私はそれを本当に今危惧をしているかなと思います。 

 一番気をつけていかなければいけないのは、不当

な働きかけ、行政等に対して、その会長の立場とし

てではなくて、議員の立場としての不当な働きかけ

に捉えられるような行為をしていかないということ

についてのみ、きちんと判断すべきであって、今後、

今こういう話になったので、お話しさせていただい

ていますけれども、今後、地域の中のコミュニティ

をどう維持するかというところにおいての議員の関

わり方が少し議論してもいいんじゃないかなという

ときに関わっている。 
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 私、本当に地元のＰＴＡがなくなっていっている

ことについて、すごく危機感を持っていて、ＰＴＡ

会長が出てこないという状況の中で、やむなく存続

ができなくなっていってしまう。今、小学校でどん

どん進んでいて、中学校でもどんどんなくなってい

くという状況になることをすごく危惧している。Ｐ

ＴＡだけでなくて、いろんな団体についてですけれ

ども。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 確かに今、副議長がおっしゃられたとおり、自治

会、あるいはＰＴＡ、何の団体でもそうですけど、

人口減少の中で役の成り手不足ということで、ぜひ

やっていただきたいというような、積極的にそこは

持ってもらいたいというような議論も一方ではあっ

て、副議長がおっしゃるとおり、やはり議員職とし

て厳に慎まなければいけないのは、議員職を利用し

て不当な働きかけということにつながらないような

規定は十分当然戒めとして持っていかなければいけ

ないんですけども、ケース・バイ・ケースもあるの

かなと。 

 私なんかは正直に言うと、立川市の消防団員でも

ありまして、そういったことで過去には分団長とい

う長もやりましたけども、恐らくそれで長はなっち

ゃ駄目なんだというふうになると、私はそこはでき

ませんということになったときに、今、消防団も非

常に成り手不足、役職も当然ないなんていう状態に

なったときに、それが果たして立川市政にとってい

いのかどうかということは当然あって、別にそこに

なったからといって、何も防災課に不当な圧力をか

けるわけでは当然ないし、逆に言うと、長みたいな

ものに就く方は、厳によほど議員として就く兼任、

どこまでが役職でどこまでが個人かみたいなことは、

議員職というのは線引きは難しいわけですけども、

一方では市民という側面もありますし、一方では議

員という側面があって、どこで肩書を外せるのかと

いうことはなかなか難しいということになると、や

っぱりそこの線引きは不当な圧力、働きかけという

ものをどう抑止していくのかということが大事なん

だろうなということは思うわけでありますけども。 

 一旦だから後段これをなしにして、取っておいて

ということなんだろうなというふうには思うんです

けども、前半の部分に不正の職務云々のところに包

含していくというような形ですかね。２号の職務に

関して不正の疑惑を持たれる行為をしないこととい

うことに含まれる部分では当然あるのかなと。第７

号の後段を削除して。 

○議員（上條彰一君） この政治倫理条例だけでな

くて、市議会の申合せ事項の関係とか、それから施

行規則の関係でも、補助団体の長にならないという

ことを相当入れ込んでいるという経過があるので、

私はやっぱりどこかしらできちんと注意喚起は促し

ていくということが必要で、むしろ自治会が特定議

員の私物化みたいな格好にならないようにするとい

うのが、やっぱり議員の良識が問われることだと思

いますので、しっかりと注意喚起はしながら、文言

を外すなら外すというふうにしていく必要があるの

かなとは思いますけど。 

○議員（頭山太郎君） 私も上條議員から今お話が

ありましたように、今までの経緯というものもある

んだなと。それで先人がちゃんと議論なさって、入

れられた文言というのがありますから、文言自体は

これでいいと思いますけど、ちょっと事務局でお考

えいただいて、逐条解説の中に入れるとかしないと、

なっている議員は不当にやっていませんと言っても、

言われた職員のほうとかはやっぱりそうじゃないわ

けですよ。どう線引きすればいいのって、こっちは

線引きしているつもりでもというのがあると思いま

すから、そこら辺もなってもいいんだけども、でも

こういうところを踏まえて、平成16年の経緯も入れ

ていただいたほうが、なっても誤解がないのかなと

思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 
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 今、御議論いただいて、方向性とすれば、不当な

働きかけという部分をどう抑止していくのかという

注意喚起は必要だという方向性は一致できるのかな

というふうに思いますので、そういった形でどう注

意喚起をしながら、議員としての不当な働きかけに

つながらないような注意喚起をしながら、文言をつ

くっていくのかということだと思いますので、一旦

ここはここで議論とすれば、稲橋議員からもあった

とおり、大事な問題提起でもありますので、預から

せていただいて、次にお示しができるような形で今

日のところは前に進んでいきたいと思いますけど、

小林主任、大丈夫ですか。ほかの委員の皆様方につ

いても方向性はその方向性でということでよろしい

でしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、先に進めさせていた

だきたいと思います。 

 次が現８号ですね、他の法令を遵守すべきとの趣

旨の明記を見送ったことと合わせるため削除しては

どうかということでございますが、御意見があれば

お出しをいただきたいというふうに思います。 

○議員（上條彰一君） 前回、納税義務だとか、居

住実態だとか、政治資金規正法等の規定は当然のこ

とということで明記を見送ったという経過はあるん

ですけれども、いわゆる公職選挙法に違反をするよ

うな祭礼等の寄附の問題というのは、やはり引き続

ききちんとこれも注意喚起が必要なことだと考えま

す。 

 ですので、当然のことであるということならば、

やっぱり納税の義務だとか、居住実態のしっかり居

住していることだとか、政治資金規正法の問題含め

て、文言的に明記をして、これは駄目ですよという

ふうにしておくほうが後々問題を起こさなくて済む

のではないかなと思います。 

○議長（木原 宏君） 今の御意見を踏まえて、ほ

かに御意見。ここだけ残すという形になるので、残

すなら、理由づけみたいなものは必要になってくる

のかなとは思うんですけども。 

○議員（山本みちよ君） 以前、冊子で頂いた中に

も、こういう具体例って全部公職選挙法について、

やってはいけないことという手引も配られています

し、当たり前のことだという認識で、ここは外して

もいいのではないかというふうに考えます。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見はございますでしょうか。確かにこ

この部分は当然議員職に就く者は守らなければいけ

ない部分ではあるので、当然といえば当然で、外し

ても問題はないのかなとも、当然で注意喚起という

ことは当然その考えも否定するものではないんです

けども、ほかの部分に関しても包含して、当然守る

べきものということで、ここだけ特出しで残すとい

うようなことよりも、削除して、公職選挙法を守る

というのは、これは大前提としてありますので、そ

れでもいいのかなというところはありますけども、

できればそのように進めてもいいのかなと。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 公職選挙法というもの自

体が、こういうことが当たり前だということの意味

は分かるんですけども、なぜここに位置づけるかと

いうことだと、これの条例をつくったときと今時代

が少し変わっているかもしれないんですけども、改

めてやっぱりこの部分での寄附ということが結構日

常的にまだ感覚的にあり得るということもあって、

ですからここだけを特出ししているようになるかも

しれないんですけど、明記しておくということが、

市民にも伝えやすいというか、そういうところとし

て、ここに置いておいてもいいんではないかという

ふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（木原 宏君） 御意見とすれば、よく分か

るんですけど、ここだけ残すと、立川市議会議員は

こんなことすら守れないのかというようなことにも

なりかねないんではないのかなと思って、どうせな

ら整理してもいいのかな、ここはとは、私はそんな

ふうにも思うんですけども。 

○議員（上條彰一君） 現条例にこういう文言があ
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りつつ、実態はそうはなっていないと。選挙管理委

員会からもリーフまで出して、こういう寄附駄目な

んですよと言っているんだけど、それを抜け駆け的

にやっている議員もいるということで、要は法律で

定められていても、表に出なけりゃ平気でしょうみ

たいな、そういう感覚の議員がいるということ自体

が僕は問題だと思っているんです。ですので、引き

続き私はこれは文言として残していく。注意喚起も

含めてやっていくということが必要なんじゃないか

なと思います。 

○議長（木原 宏君） 御意見は分かれているとこ

ろではありまして、確かに上條議員が言われるよう

な議員がいると、そういう考えを持った議員がいる

となれば、これは厳にとんでもないことですから、

それは慎んでもらわないといけないんですけども、

ここにも書いてあるとおり、前回、納税義務、居住

実態、あるいは政治資金規正法等の規定は当然のこ

ととして明記を見送るという形で決まっていて、そ

れに合わせると、祭礼、運動会等の行事には寄附を

行わないことというのは、これは当然なんですけど

も、どうでしょうね。注意喚起として残す、どうし

ましょうね。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 他市の事例でお聞きした

いんですけど、これをここだけにちょっと限定して

いるんじゃない、もう少しこういう金銭の寄附とい

うことに対して、他市で何か示しているような事例

で、何かいい内容がないでしょうか。 

○議会事務局長（秋武典子君） 他市の倫理条例も

作業の中でずっと眺めておりますが、こういったと

ころを特出しして載せている、また法を守るという

ところを幾つか列挙してというところはちょっと覚

えがないところです。 

 また、条例のつくりとしましても、法を守る前提、

その前の旧、現７号については、自治法の92条の２

ということは規定していますけども、ここは重要な

ことであるから出したという立ち位置で出している

というのは、すごく説明がつくかと思うのですが、

この構成、ここの寄附の部分だけ取り出している、

そこの説明がしっかりできる、現状立川市議会とし

てどう考えているか、この法律をとにかくしっかり

声高に言わなければならないというところであれば、

載せるということは考えられるのかなというふうに

は考えます。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 政治倫理条例と公職選挙法

違反というのは、もともと成り立ちが異にするもの

でありまして、公職選挙法違反が認定されるような

案件は、政治倫理条例のほうではなくて、本来刑事

事件として、刑事告発するのが入り口としてはスタ

ートなんだろうというふうに思いますので、第８号

はここで仮に明記したとしても、法律を超えるもの

ではないという、上位とすれば当然公職選挙法が上

位に来るべき法律になるので、公職選挙法、当然守

るのは当然なんですけども、なので、なくしたいか

ら外すじゃなくて、当然守るべきもの、公職選挙法

というのは議員になった段階で当然守るべき法律な

ので、ここでほかも納税義務だとか、居住実態だと

か、そういったものも政治規正法も当然守るべきも

のだから、そこは明記しないということになってい

るので、祭礼、運動会等もここは明記しない。 

 ここだけ逆に明記するという理由づけのほうが少

し難しくなるのかなという形になるので、削除して

いいんじゃないのかというのが事務局でも十分検討

された内容ですので、ぜひその辺のところの趣旨を

踏まえて、ここは削除ということでもいいのかなと

いうところで御理解をいただけないかなというとこ

ろなんですけども、いかがでしょうか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） このところで言っている

のは、やっぱり寄附という行為が問われているのか

なというところで思っているんです。だから、寄附

という、議員が寄附をして、特別な行為として寄附

をするということが問われて、お金で寄附をしたこ

とによって、票を得ていくという、そういう行為が

問題視されるわけですよね。 
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 そういうところは、議員の倫理としても当然そこ

はそういうことを行わないというのは法律で定めら

れているので、してはいけないんですけども、やっ

ぱりそこの気軽に身近なところだと、どうしてもま

だまだそういう慣例が後を絶たないということも現

実的にあるわけなんです。だから、そこを議員とし

て、倫理観としても、法律に基づいてとしても、そ

ういうことはやっちゃいけないよというふうなこと

をきちっと理解していくということが必要だという

ふうに思っているわけなんです。 

 ですから、ここでやっぱり祭礼、運動会等の行事

ということが身近なもので示しているのには、そう

いう寄附ということの意味が、要するにお金で票を

得ていくという、そういうつながりを得ていくとい

うことがやっぱり問題視されるということが、しっ

かりと認識しなければいけないというところの中と

しては、この部分は皆さんがおっしゃるように削除

というところとしての対象としては分からないでは

ないんですが、寄附の行為が票をつないでいくとい

う、そういう位置づけがあるというところは重要な

ところかなというふうに思っているんですけれども、

いかがでしょうか。 

○議員（山本みちよ君） まさしくそこまでいくと、

やはり法で裁かれるべきものになっていくのかなと。

後半で議論になっていきますけども、それなりの議

会としての処分をしなきゃいけないといったときに、

法を超えるものなのかどうかというところも一つ考

えていく必要があるのではないかというふうに考え

ますので、条例の中でここの部分を特出しすること

はなくてもいいのではないかというふうに考えます。 

○議員（頭山太郎君） この前の政倫審でも花がけ

のとか出たと思うんですけど、それもそこまで今、

山本議員がおっしゃったようにいきませんでしたし、

こういうのは選挙管理委員会できちんと対応してや

っていただけばいいと思いますので、ここまでやる

というのは、ちょっと今回議長がおっしゃったよう

に、ちょっと政倫審の話ではなじまないんじゃない

かなと思いますので、削除でよろしいと思います。 

○議員（上條彰一君） 公職選挙法の寄附行為の取

締り機関は警察なんですよね。選挙管理委員会は注

意喚起ということで、行為があったかないかを認定

するのは警察ということになります。 

 それで、問題は、こういうことがあって、それが

事実として確認できれば、刑事告発をすると、審査

会として。というのは、審査会を受けて、議会とし

て刑事告発するというのも、手続的には可能である

と思うんです。 

 それで、私は公職選挙法問題もありますし、例え

ば納税義務の問題、これはいわゆる当たり前なんだ

けれども、贈与ということで受け取ったお金も、自

らのお金としては払っていなくて、相手の方からも

らって払ったという、これでは贈与税の支払いとい

うふうになっていないという問題もあったんです。 

 ですので、そこら辺の教訓をどう生かすかという

問題で、非常に議会としては恥ずかしいことではあ

るんですけれども、引き続き注意喚起を促すという

点では、公職選挙法の規定と納税義務だとか、居住

実態、政治資金規正法の規定も入れて、こういうこ

とは行ってはならないんですよと、法律違反は駄目

ですよということをきちんと明記しておいたほうが

いいんじゃないでしょうか。 

 それは議員自らが律するという意味と、市民から

も見て、「あの議員さん、こんなことやっているよ」

ということで、逆に申立ての理由の一つにもなると

いうことで、より市民の目から見ておかしなことは

きちんと正してほしいという意味合いで、条例が活

用されるということになるんじゃないかなと思いま

すけど。 

○議員（頭山太郎君） ですから、今、上條議員が

おっしゃったとおりだと思いますから、やっぱり刑

事告発するべき法律の想定ルートですから、全然ル

ートが違うと思いますので、今、上條議員がおっし

ゃったとおり、そこを正していくのが政倫審の場と

いうことではなくて、公職選挙法の違反ということ
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になりますから、ここは削除すべきだと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 恐らくここで議論を呼んで

しまうのは、納税義務、あるいは居住実態、政治資

金規正法等は当然のこととして明記を見送っていて、

一方では、もう一方で、ここだけ祭礼、運動会等の

寄附のところを特出しする理由づけは何ぞやという

ようなところなんだろうと思います。 

 全部落としちゃって、どこかに公職選挙法を遵守

するのは当然のこととしてみたいな文言をどこかに

入れれば、それで包含されちゃうのかなとも思いま

すけども、一方では、それはそれとして、当然法は

法として上位部にあるので、それを守るのは当然と

言えば当然なんですけど、意見は対立しているよう

で、対立はしていないんだろうとは思うんです、表

現の問題だけであってですね。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 逆に聞きたいんですけど、

今みたいなことをどこかに、今回の条例じゃなかっ

たら、それは法律のものだからというふうになっち

ゃうんですけど、消すんじゃなくて、逐条解説のと

ころに示すのか、やっぱりこういうことを明記する

というか、市民に対して示していくということが、

私たちが今政治倫理審査会の改正をやっているわけ

ですから、そのあたりのところを市民に対するやっ

ぱり分かりやすさとか、伝えるということも重要で

はないかなというふうに思ってなんですが、いかが

でしょうか。 

○議会事務局長（秋武典子君） 先ほどほかのとこ

ろで条文ではなくて、例えば逐条解説等でというお

話がありましたが、逐条解説の中で政治倫理基準を

解説を始める頭のところで、議員が守らなければな

らない法律というもの、法は様々あるんですけれど

も、特に議員が注意しなければいけない法律にはこ

ういうものがあって、それの遵守は当然としてとい

うような書き出しで始めるであるとか、そういう工

夫はできるかなとは思います。 

 以上です。 

○議会事務局次長（諸井陽子君） 他市の例を一つ、

この場で見つけましたので、江南市の議員の政治倫

理条例のほうなんですけれども、議員の責務のほう

で、議員は公職選挙法及び政治資金規正法の規定を

遵守するとともに、公正かつ清廉な選挙活動及び政

治活動を通して、市民の支持と信頼を培わなければ

ならないというものはあります。まだ見つけようと

思えば、もっとほかにもありそうです。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 逐条解説の前段でそれをうたい込んでいくのか、

あるいは今の案でいうと、例えば先ほどの職務に関

して不正の疑惑を持たれる行為をしないことみたい

な、前に差し込んでいくパターンなのかな、今の次

長がおっしゃっていたことは。江南市の条例の中で

そういうこともあるので、表現はできなくはない。

ここで特出ししなくても、どこかでそういうような

逐条解説なのか、あるいは条文の中に差し込んでい

くのかというようなところで整理したほうが、ここ

だけ特出しする理由をつくるよりも整理はしやすい

のかなとは思うんですけども、いかがでしょうか。

その辺の方向性だけ。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 今、次長が紹介していた

だいたのは、条例の中で示しているというのはいい

なというふうに思いました。 

 それで、そこの逐条解説のときにちょっと具体的

に、やっぱりこれ結構具体的だから、市民にも伝え

るということ、市民も上げちゃいけないわけですか

ら、そういうやり取りをしちゃいけないということ

を伝えるためにも、こういうことを具体例として、

逐条解説のところでちょっと示していただけると、

公職選挙法という言葉で伝えるよりは、そのことで

こういうところが身近でありますよみたいなところ

を伝えられるといいかなというふうに思いますので、

そういった工夫をしていただければ、ここの削除と

いうことは私も理解いたします。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 



- 17 - 

 ちょっと整理させてもらうと、ここだけ特出しし

ないで、削除していく方向の中で、別の部分で、逐

条解説なのか、あるいは条文の中なのか、中で注意

喚起ができるような文言を差し込んでいくというよ

うな方向性でいくということでよろしいですか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、その辺のところでこ

ちらで預かりまして、次回整理をするようにしたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。あ

りがとうございます。 

 続きまして、新しい部分ですね、新規の部分であ

ります。新第10号、前回会議で人権に関する規定を

置くこととなりまして、案を事務局のほうでおつく

りをいただいておりますので、それを踏まえて御検

討いただきたいというふうに思います。 

 資料３の10ページ、新規の第10号、人権に関する

規定の部分でございますので、御確認をいただき、

御意見をいただければと思います。何か御意見があ

ればお出しをいただきたいと思います。 

○議員（上條彰一君） 出していただいた資料の10

ページ、11ページを見ますと、事務局案では強制、

強要、圧力をかける行為とハラスメントと差別、そ

の他人権の侵害のおそれのある行為ということで、

かなり整理をされていると思います。 

 それで、11ページを見ますと、具体的に挙がって

いる禁止行為ということで、ここに入らないものと

いうことになると、虐待だとか、嫌がらせだとか、

暴行、脅迫、そこら辺が入らないのかなと思います

が、その他人権侵害のおそれがある行為という中で、

そこら辺を含めるというふうに解釈をすれば、全体

を網羅できるのかなと思いますので、そういうこと

であれば、それを逐条解説なりにきちんと落とし込

んで、条例はこれでいくということでいいんじゃな

いかなと思いますけど。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 そういった方向性は問題ないのかなというふうに

思いますけど、ほかに御意見はございますでしょう

か。とにかくこの辺のハラスメントというんですか、

人権に関する規定がなるべく広くカバーできるよう

な表現、規定、あるいは逐条解説というものが求め

られるのかなと思いますので、そのような形で今、

上條議員からもありましたとおり、規定ができない

ものがないようにしていく、そういうしつらえとい

うんですか、構えになるようにつくっていくという

形の方向性でよろしいかなと思いますけど、よろし

いですか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） そのような形で進めさせて

いただきたいと思います。 

 続きまして、新第11号、これも前回会議で情報発

信に関する規定がなく、案をつくっていこうという

ような形で取扱いが決まっているところでございま

すので、御確認をいただき、御意見をいただければ

と思います。何か御意見があればお出しをしていた

だきたいと思います。 

 議員としての発言、または情報発信において、他

人の名誉を棄損し、人格を損なう一切の行為をしな

いこと、また第三者をして同様の行為をさせないこ

とというような形になっております。参考も出して

いただいております。最近こういういろいろな状況、

時代も変わってきていることを規定してということ

だと思います。 

○議員（頭山太郎君） 大方よろしいと思いますけ

ど、個人情報の取扱いとかについてはどういう感じ

なのか。この前、議会と市のほうとすり合わせて、

個人情報の取扱い、決めたと思うのですが、そうい

った関係ではどういうふうに位置づけられているの

でしょうか。 

○議会事務局長（秋武典子君） 直接個人情報とい

う記載はございませんが、その次の新12号のところ

で、職務上知り得た情報は不当な目的のために使用

し、または第三者等に伝達しないことというところ

で、若干は読めるかなというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（木原 宏君） 方向性とすれば、御覧にな

っていただいて、これも誹謗中傷等につながらない

ように名誉も守っていくというような形の決まり、

縛っていけるものをつくれればと思いますので、方

向性とすれば、この方向性でよろしいですかね。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、そのような形で進め

させていただきたいと思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） これは内容は賛同なんで

すけども、疑問点、ちょっといいですか、聞いて。 

 例えば議員がいろんな名誉棄損、自ら情報発信を

して、そのことによって、名誉を傷つけられたとい

う、その相手が市民だったり、市外だったり、個人

でいる場合、その方がすごく困っているということ

があって、例えばその人が警察に被害を届けるとい

う事案があって、そこで被害届を受理したと。そう

いった場合に一応市議会議員としては、そこはその

ことを取調べということになると思うんです。こう

いう場合は一般的にどういう位置づけになるのでし

ょうか。 

○議長（木原 宏君） 法に触れることは当然法で

裁かれるんでしょうけども、そういった事案が仮に

発生して、今回こういう規定をつくっていけば、同

時に政治倫理条例違反も問われていくような流れに

なるんじゃないのかなとも思うんですけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） だから、どこから端を発

して、そのやり取りというのは、一般的にはそうい

うことがあったというのは分からないわけですよね。 

○議長（木原 宏君） 当然何か議会外というんで

しょうか、議員が、例えば何か私が発信したことで、

誰かが不当に傷つけられて、その方が例えば刑事告

発した場合は、当然刑事事件として動いていく一方

で、例えば被害者に遭われた方が、例えば今回立川

市の政治倫理条例違反に例えば該当するんじゃない

のかという申出があってから、例えば今の条例のし

つらえでいけば、申出があって、議運で諮って、そ

の必要性、かけていく必要があるよねということに

なれば、そっちはそっちとまた別立てで市議会は市

議会で条例違反を問うていくというような動きにな

っていくんだろうなというふうに思うんですけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） ちょっとたらればの話で

すみませんけども、そういう場合に深刻な状況です

ね、刑事事件になっていくかもしれない。その場合

に、今、政治倫理審査会、政倫審を開いてほしいと

いうことを被害者が、ここの条例に違反しているん

じゃないかということを求める、話をしに持ってい

く場所というのは議長、まず個人なので、要するに

政治倫理審査会、その進め方というのはどういうふ

うに。 

○議会事務局長（秋武典子君） 市民の方が課題提

起される場合には、人数の規定がございますので、

試算しますと300人程度の賛同の方を整えていただ

いて、また資料ですね、全て整えて、書類を整えて

いただいて、事務局経由で議長のほうにお出しいた

だくという形になります。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） あるいはもう一つ考えられ

るのは、議員規定があるので、例えば一市民の方だ

ったら、議会に例えば御相談に来られるようなこと

もあるかもしれないですよね。各会派のほうにこう

いうことで市民として困っていて、今、刑事事件を

やっていて、これは例えば木原議員については政治

倫理違反になると思うので、各会派の皆さん、例え

ば署名議員というんですか、政治倫理違反の疑いが

あるということで、政治倫理審査会を開くように求

めてくれませんかというようなことで、議員にアプ

ローチがある可能性は否定はできないのだろうなと

思います。 

 そして、多分恐らく議員の皆様方が判断して、こ

れは確かにちょっと問題ありそうだなということに

なれば、これからこの後、新しく考えていくんです

けど、今の決まりだと、４分の１以上なので、７名

の議員の賛同が得られれば、政治倫理のほうの問題

で議長宛てに提出して、政治倫理審査会が開かれて
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いく可能性は大いにあるんだろうなとは思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 分かりましたというか、

そういう流れなんですけども、何が言いたいかとい

うと、そういう場合に遭った被害者の方がどこにそ

の話を持っていくかというのは、なかなか分かりに

くい。一般的に対相手が公人である議員というふう

になっていても、それをどこの場所に持っていくか

ということが分かりにくいということになっている

ので、そんな事例がたくさんあるわけじゃないんで

すけれども、それをやるために先ほどのルールとし

ては、市民の署名を一定集めるということと、あと

議員の一定数の人数が審査会の請求をするという、

この前の事例なんだと思うんですけれども、そうい

う話があったときには、どこにその思いを届けるか

というと、議長のところにまずは届けていくという

のが、市議会にというのが通例なのかどうか、すみ

ません、ちょっと確認したくて。 

○議長（木原 宏君） 今の話だけだと、いろんな

ケースが考えられて、例えば今でいう架空の市民が、

一番近しい議員とか、つてのあるような議員さんに

相談に行くということもあり得るでしょうし、分か

らないから、例えば事務局に来て、こういうことで

困っているけどと言って、議長につなげるというよ

うな話もあるのかもしれないですけども、ここでは

なかなかそこまで規定しづらいんでしょうけど、流

れとすれば、いずれにしてもそういう流れになるん

でしょうけども、先ほどの職務の遂行の部分じゃな

いですけども、我々議員職も賛否の異なる議決をし

ていくようなことで、それをＳＮＳ等で発信したと

きに、議員活動があまり誹謗中傷みたいなことを逆

に言われて、ＳＮＳで発信していくというのも大事

な議員活動の一つではありますので、誹謗中傷は当

然あったりしてはいけないですけども、正当な議員

活動は妨げられるというのも、一方では十分に気を

つけていかなきゃいけない。議員の権能として確保

していかなければいけない部分であるので、そのバ

ランスは非常に取っていくということは大事なんだ

ろうと思うと、この事務局で提案してくれているこ

とは、非常によくまとまって、簡潔にまとまってい

ることだと思いますので、特に大きな問題はないの

かなとも思うんですけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） ちょっと横道にそれまし

たけれども、疑問があるところをちょっとここで、

すみません、確認をさせていただいたということで、

御了承いただきたいと思います。すみません、あり

がとうございました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 大事なことですので、何か気になることは、どん

どん聞いていただいて結構だと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 この情報の不正利用に関する部分、新第12号につ

いてはこの事務局案の方向性で進めていくというこ

とでよろしいですね。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） 続きまして、新第13号、反

社会的勢力に関する規定の部分について、この改正

案、お目通しをいただいて、これも特にこういう感

じなのかなというところなんですけども、もし御意

見があればお出しをいただきたいと思いますけども、

いかがでしょうか。―では、このとおり進めさ

せていただきたいと思います。 

 次に、新第14号、不当要求に関する規定を置くこ

との部分でございます。誠実かつ公正な職務遂行を

妨げるいかなる要求にも屈しないことということで、

これは逆に議員の政治活動を守っていくというよう

な部分の規定でもあって、これは一文入れておいて

いいということでしたけども、内容について御意見

があればお示しをいただきたいと思います。―

では、これは入れていくという形でお願いをいたし

ます。 

 続きまして、新第15号、政務活動費に関する規定

の部分につきまして、このような案をつくっていた

だいております。何か御意見があればお出しをいた

だきたいと思います。 
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○議員（山本みちよ君） この件に関しまして、会

派のほうでもお話をしたのですが、立川市は他市に

も先駆けたしっかりとした制度というか、条例、政

務活動費の在り方というものを進めてきている。そ

ういったことを考えると必要なのかなという率直な

御意見がありました。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 今のような御意見も、確かに立川市は他市に先駆

けて、１円からの領収書をインターネットで公開し

ていくとかというような取組も早くやってきたとい

うことは、皆様、議員の皆様方も十分御承知のとお

りの中で、十分透明性がある運用の仕方をしている

ので、この部分、規定をわざわざここに設けなくて

もいいのではないかという意見も今お出しされたと

ころでございますけども、それを踏まえて、何か御

意見があればお出しをしていただきたいというふう

に思いますけども。 

○議員（頭山太郎君） 今、山本議員からもありま

したように、立川は先駆けてやっています。これは

さっきのにまた８号に付け加えて、同じような感じ

で入れたらどうですか。 

○議長（木原 宏君） 私とすれば、それで皆様方、

御意見がまとまれば、特に問題はないのかなという

ふうに思いますけども、御意見がなければ、この第

15号の部分については削除してしまうというような

形でよろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、新第15号は、当然政

務活動費に関する部分も適切に運用するのは当然の

ことということでございますので、ここの部分は削

除というような形でいきたいと思いますけども、よ

ろしくお願いをいたします。 

 それを受ける形で16号ですね。前号に掲げるもの

のほか議員一般もしくは議会全体に対する市民の信

頼を失墜させる行為、または誠実、もしくは公正な

職務遂行を損なう現実的なおそれのある行為を行わ

ないことということを最後で締めていくというよう

な形で考えとすれば整理していくということで示さ

れておりますけども、この部分についての御意見が

あればお出しをいただきたいと思いますけども。

―なければ、このまま進めさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上で基準の部分、政治倫理基準の検討は全て確

認ができたところでございますので、日程２の政治

倫理基準の検討は終了といたしたいと思いますけど

も、よろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 

 審査会及び委員の検討 

 

○議長（木原 宏君） 続いて、日程３、審査会及

び委員の検討を議題としたいというふうに思います。 

 資料１を御覧ください。 

 まずは、１の審査会についてで、前回会議で政治

倫理審査会を附属機関として位置づけることに決定

したことに伴い、議会基本条例の改正案について、

事務局から説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） それでは、審査会

について、その根拠規定となる議会基本条例の改正

案を御説明します。 

 資料４を御覧ください。 

 現在の議会基本条例の第17条は、重要案件に関す

る調査を行うための機関を設置できることを規定し

たものです。この条例の前に、議会が附属機関を設

置できる旨の規定を置くこととしています。 

 なお、17条の中にある「機関」という言葉も、併

せて「調査機関」と明示する修正をしています。こ

の現第17条にいう機関は附属機関ではないというこ

とを明確にするためです。 

 なお、政治倫理条例のほうも、政治倫理審査会が

議会基本条例に基づいて設置される附属機関である

ことを明示するための修正を行います。 

 以上のとおり、この案のとおりの改正でよいか、



- 21 - 

御検討をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりでござ

います。今、資料４に沿って説明をいただいたとこ

ろでございます。 

 それでは、網かけの枠内の検討事項について皆様

に御議論をいただきたいと思います。 

 まず、審査会の部分で資料４の部分、今、局長か

ら説明をいただきましたけども、このような資料４

のとおりの改正でよろしいかどうか、ここの御議論

をいただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） これでよろしいと思うので

すが、扱うのは議会改革特別委員会との関係はどん

な感じでなるのでしょうか。 

○議会事務局長（秋武典子君） 関連するところで

はあるのですが、議会基本条例に基づく改革の進行

度合いといいますか、そういったところは議会改革

特別委員会のほうで担っていただきまして、この改

正案につきましては、この倫理条例のところの改正

に伴っての部分ですので、この会議で決定していた

だいて、最終的には議案として提出するという形を

取るのがよろしいかなと、この会議として提出して

いくのがよろしいかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） では、そのように進めさせ

ていただきたいと思います。３の１の審査会につい

ては終了とさせていただきたいと思います。 

 再び資料の１を御覧いただきたいと思います。 

 次に、（２）の委員についてで、政治倫理審査会

の委員構成で市民委員をどうするのかということに

ついて、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

○議会事務局長（秋武典子君） それでは、（２）

の委員について御説明します。 

 ①の市民委員をどうするかという点について、前

回会議では、議員の委員は入れない、有識者は入れ

ると決定いたしましたが、市民の委員を入れるかど

うかについては意見が分かれました。主な意見は、

こちらの枠内にまとめたとおりです。 

 これに関し、４月27日の先生の助言では、以下の

ように考え方をお示しいただきました。 

 市長部局では、性質により、公募市民を入れる会

議体と入れない会議体があるとのことです。先生の

御存じの範囲では、審査請求、諮問、答申、裁決を

経るパターンの会議体の場合、例えば行政不服審査

会は、法的議論をすること、守秘義務があることか

ら、専門家のみで行っています。 

 情報公開審査会や個人情報保護審査会では、市民

が入る場合もあるものの、それは市民団体からの推

薦を受けた市民であり、公募ではないとのことです。

理由は、やはり専門的議論をすることと守秘義務が

あることです。 

 他方で、議会に関する会議体でも、例えば定数や

報酬についての会議など、公募市民が入っていた例

もあるとのことです。 

 政治倫理審査会の委員は、この中間的な位置づけ

と考えられます。議員の措置をしなければならない、

他方で市民参加的な委員会にする、この両方の要請

があり、議員目線で議論するか、市民の負託に応え

るという側面を意識するのか、このどちらかで分か

れるのではないかということです。 

 市民委員を入れる場合、市民委員と有識者で建前

上も差をつけるのは難しく、役割を分けるのであれ

ば運用面で対応することとなります。また、有識者

の比率を上げて対応することはできます。 

 次に、②の市民委員の構成の選択肢について、大

きく市民委員を入れるか入れないか、入れる場合に

は、公募市民のみか、公募市民と団体推薦の両方と

するか、団体推薦市民のみとするか、この４通りが

考えられます。 

 ③の市民委員を入れる場合の調和の手段としては、

事実上の運用として、例えば審査会開始前に前提を

共有するためのレクチャーをすること、逐条解説に

有識者に期待する役割、市民委員に期待する役割を

明記することが考えられます。また、有識者の割合
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を増やすことも考えられます。 

 最後に、④の委員の人数や構成についてです。議

員の委員が入らなくなり、有識者２名、市民３名と

なります。これを受けて、このままの人数でよいか、

検討が必要です。 

 なお、先生の講義では、有識者として、行政法研

究者、自治体行政に精通した弁護士、地方議会か、

地方行政に詳しい政治学・行政学研究者をメンバー

に入れることが望ましいとのお話もいただいていま

す。 

 以上、市民委員をどうするか、また委員の人数や

構成をどうするか、この点について御協議をいただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりでござ

います。 

 それでは、網かけの枠内の検討事項について御議

論いただきたいところでございますけども、ここは

意見が分かれているところでございまして、丁寧な

議論が必要かなというところでございますので、検

討事項、市民委員をどうするのか、入れるのか入れ

ないのか、それを踏まえて、委員の人数や構成をど

うするのかということで、非常に大切な部分になり

ますので、御意見をいただければと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

○議員（上條彰一君） まず、質問なんですけれど

も、現状の有識者２名というのはどういう選出枠と

なっているのかをお聞かせいただければと。お一方

はたしか弁護士会推薦で、もう一方は市の元職員と

いうふうになっていたと思いますけれども、その選

出枠というか、選出方法というのはどうなっている

のか。 

○議会事務局長（秋武典子君） 明文化されている

わけではございませんけども、今、上條議員のお示

しのとおりの枠のところで推薦を依頼したり、調整

をしたりして、決定していただいているところです。 

 以上です。 

○議員（上條彰一君） それで、駒林先生の御指摘、

アドバイスのように、有識者枠を増やすというのは、

僕は必要なんだと思います。それで、行政法の研究

者とか、自治体行政に精通した弁護士さんだとか、

地方議会に詳しい方とかということになると思いま

すので、そういう方向でというのと、もう一つは、

やっぱり市民目線というのは大事で、公募市民が入

らなくなるということになれば、市民的には後退と

取られるのではないかと思いますので、公募市民の

枠はしっかり残して、選出の中で一定の、今もたし

か文章を書いていただいて、それで選考するという

ふうになっていたと思いますので、そこら辺やって

いく必要があると思います。 

 もう一つ、市役所の元職員ということになると、

我々議員との関係はかなり近い関係というのがあっ

て、この間の政倫審の中でもどちらかと言えば、調

査対象になっている議員サイドに忖度するような感

じも見受けられたので、やっぱりなかなか物が言い

づらいということなのかなと思うので、私はこの際、

そういったところは外れていただいたほうが、審査

をしっかり厳正に公正に行うということでは必要な

んではないかなと思います。 

○議長（木原 宏君） 言いづらいことも言ってい

ただいてありがとうございます。 

 いろいろ意見が分かれているところでございまし

て、前回、駒林先生からのアドバイスも踏まえると、

入れるなら運用面で対応するしかないのかなという

ようなこともありますし、最初から結論ありきの例

えば市民の方が入ってきた場合、どうコントロール

するのかということも、事実上それはできないでし

ょうというようなアドバイスもいただいていました。 

 市民公募を入れるなら、例えば団体推薦１名、純

粋な市民１名、そういったこともアドバイスとして

いただきましたし、構成メンバーももう少し少人数

でもいいんじゃないかみたいな意見すら先生もおっ

しゃっていたりもしていましたので、考え方はいろ

いろここは分かれるところなのかなと。 
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 本当に少人数に絞って、有識者だけでやっていた

だくというのも一つの考え方でしょうし、市民の皆

様方を入れて、有識者の枠をもう少し増やし、比率

を変えていく、有識者のほうが多くなるような比率

にして、市民の方をそれでも入れて、運用の中でき

ちんと市民の方と多分事実上、有識者の方と市民の

方を規定で分けていくというようなことはできない

ので、そうすると運用の中で事実上の役割分けみた

いな、市民の皆さんに求める役割、有識者の方に求

める役割みたいなのを事前にレクチャーというか、

協議をする場を設けて、運用面で対応していく。い

ろいろここは考え方が整理できるのかなというとこ

ろなので、ここはぜひ御意見を、意見も分かれてい

るところでございますので、ぜひ御意見を出してい

ただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） 私はせんだっての駒林先生

のお話を聞いて、市民の一般の公募の市民の方をお

入れすると、いろいろと負担感もありますし、大変

なこともあるのかなと思いまして、全体の人数も私

も少人数で、３人でもいいんじゃないかなというふ

うに思いますし、多くて５人でやっていく。公平・

公正に見ることができる有識者の方のみで行うべき

だろうと駒林先生のお話を聞いて思いました。 

 せんだって局長のほうからもありましたけど、市

民参加というのはやっぱり計画とか、そういったと

ころではどんどんやってきてほしいと思いますけど

も、こういったなかなか審査会とか、市議会で市民

の方の御負担の重いところというのは、なるたけそ

ういった公平・公正に見ることができる専門家の方

にお願いしたいと思いますし、市民感覚で来られて、

市民の代表ですという感じで特定の市民の方が公募

でいらっしゃるということで、市民の代表で市民感

覚ですと言われますと、やっぱりちょっと本当にそ

れが市民の代表で市民の感覚なのか、あるいはそれ

を言われたときに有識者の方もひるんでしまいがち

なところも出てきてもいけませんので、しっかりと

そういったところは有識者の方がリードしていただ

きたいと思います。 

 私は、前回の有識者の方、会長はあのときは賛否

はおっしゃりませんでしたけど、大変公平・公正に

弁護士さんとして進めてくださいましたし、議会事

務局の経験の方も、賛否はあれでしたけども、なる

たけ会がスムーズに進むように公平・公正に私は運

営してくださって、会長をサポートしながらやって

いただいたと思いますので、議会のことをよく御存

じで、ただ直近の方でなくて、少し前の方ですし、

全然私も面識はございませんでしたけども、よく議

会のことを分かっていらっしゃるから、公平・公正

にやっていただける面が私は多々あると思いますの

で、有識者の方２名と、それから議会事務局のＯＢ

の方１名とか、そういった方で３名ぐらいでやって

いくのが適切であろうと思います。 

 全体の配分も、ちょっと人数もはっきりしないと

言えないところもあるとは思うんですけども、議会

のほうではしっかりと議運のほうでやるわけですか

ら、あとは専門家の方で少人数で進めていくという

のがよろしいんじゃないかなと私は駒林先生のお話

を聞いて思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 確かにいろいろな考え方があって、市長部局でも

会議の性質上、市民公募を入れないというような会

議も当然あるわけでありまして、政策形成ですとか、

そういったものに関しては、なじみますけども、審

査というんでしょうか、そういった形になってくる

ことに、一般の市民参加の皆さんを入れるというこ

とは、一方では切り離して考えていくということも

当然できるというふうに思います。 

 あとは我々がどう判断していくのかというような

ところなんだろうなとは思いますけども、今お二方

の委員からも話がありましたけど、そこも意見が分

かれているところでございますので、全体の構成比

率、構成の人数、あるいは有識者との関係、有識者

のみにするのか、市民を入れていくのかというとこ
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ろですね。なかなか話合いでは進まない部分もある

のかなとも思いますけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 例えば私は市民参加とい

うところがいいんではないかということで、この前

お話もしておりますが、例えば市民意見を聴取する

というか、今回附属機関の位置づけとなって設置す

るわけですよね。そこは専門家の有識者のところで

の会議体として、でもそこではこういう事案があっ

た場合に市民から意見を聴取するということができ

るみたいなところの中でということはどうなのかな

というふうに今思ったんですけども、そういうこと

はなじまないですか。 

○議長（木原 宏君） 恐らくこの検討会議でも、

これは通底した考え方になるんでしょうけども、い

わゆる政治倫理審査会が開かれるということは、一

般社会においては議員にとってみれば裁判が開かれ

るようなものでありまして、開かれただけでもダメ

ージがあるんではないのかというようなところも一

方ではあって、そこで議運でよく送るかどうかも踏

まえていこうということで、一般市民の方を参加し

ていただくのはやぶさかではないんですけど、一方

では、参加してくれた方にはきちんとした守秘義務

ですとか、有識者と同等の一定のお願い事というん

でしょうか、そういったことも求めていかなければ、

扱う案件が非常にデリケートで、センシティブな問

題も扱う可能性が多岐にわたっているので、ちょこ

っと市民の方に意見を聞いてみましょうみたいな会

には恐らくならないんだろうなとは、私は今の意見

を聞くと否定するものではないですけども、「ちょ

っとこういうことがあったんですけども、皆さん、

市民の意見いいですか」というふうにはならないん

だろうなと思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） そうですよね、そんなに

やっぱり意見聴取するという簡単なものじゃない。

そこにはちゃんとルールがあってということ。 

 そうなってくると、今この中で運用上のルールを

定めて、公募でというふうになっても、今まで公募

も１人とか、２人とか、少ない中での選定なので、

限定される部分もあるかと思うのですが、その役割、

市民の役割と専門家の役割というのは、少しそうい

うことを運用上のルールを定めて、それで市民の参

画ということができないかなというふうに思うんで

すけども、意見です。 

○議長（木原 宏君） イメージとすれば裁判員制

度、もし市民の方を入れていくとすると、裁判員制

度みたいなイメージなのかなと。法律的なとか、条

例的な、法的な解釈が必要なところは有識者みたい

な、あとはそれを受けて、市民の方にどういう意見

を求めていくのかみたいな役割分担のイメージ、こ

れは私の勝手な個人的なイメージですけど、もし入

れるなら、そういうことになるでしょうし、それが

難しいとなれば、有識者だけでもいいのかなという

ようなところで、必ずしも私とすればどちらも否定

するものではないんですけども、ただ一般市民の方

が入っていただくということのある意味一般市民の

方も守らなければいけない部分、ある一定の負担は

求めるようじゃないですか、守秘義務だとか、会議

内容については、相当の会議時間もボリュームも取

っていただかなきゃいけなくなるというようなこと

を考えると、有識者のみでやるということも一方で

は出てくるのも、これは当然のことなのかなと思い

ますので、その辺のところの御意見はいただけると

ありがたいかな、判断していくのにありがたいかな

とは思います。 

○議員（山本みちよ君） 先ほど頭山議員からもあ

りましたように、私も先日の先生の助言を聞きなが

ら、そういった意味で市民参画というのは別の角度

で進めていくということで進めていったほうがいい

んだろうなというふうに思います。 

 もう１点、やはり先ほど上條議員が私たちから見

たら一生懸命公平にやってくださったなということ

に対して、忖度を感じたというような意見もござい

ましたけれども、そういった忖度というところで、

当該議員との近しさというのは、公募市民だから遠
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いとも限らない。もしかしたらすごく近い人が来る

かも分からない。 

 そうしたことを考えると、あくまでも専門的な見

地でどう判断するかというところに委員を選ぶとい

うところで、専門的見地を持った有識者で行うとい

うことが妥当ではないかというふうに考えます。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 そういった意見も当然出てきて、印象的なのは、

忖度が働いたと見る方もいらっしゃいますし、結論

ありきの市民だったというような見方も、一方では

両方の意見が出るところで、人の捉え方というのは

非常に難しくて、山本議員がおっしゃられたとおり、

一般公募市民としても距離感が当該委員と遠いとは

一概には確かに言えないというようなことになると、

有識者のみで公正・公平にやっていただくというよ

うなことも、当然そういう意見も出るかな。そうし

たほうがいい部分も多分にあるのかなと思いますけ

ど。 

○議員（大石ふみお君） 今回の会議の中で、前段

で条例の改正に向けていろいろ議論があって、内容

的に見ると、法律に関係することが多分にあるとい

うことで、やはり有識者だけで議論していったほう

が、市民の皆さんにも負担はかからないというふう

に思いますので、あと人数の問題があるというふう

に思いますが、奇数の人数でやるということで、３

名か５名ということだというふうに思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 貴重な御意見だと思います。確かに今回開かれて

しまった政倫審を振り返ると、確かになかなかあれ

だけのボリューム、あれだけの内容を市民の方に入

っていただいて、事務局、あるいは議会側としても、

それを市民にどう運用の部分で切り分けていくのか

ということになると、事実上、相当難しいハードル

にはなるかな。 

 市民の意見を聞かないということではもちろんな

いんですけども、かなりの負担、ボリュームという

ことになると、定数の議論だとか、報酬の議論なん

かには、市民の意見とかを聞いていくということは

当然なじむとは思うんですけども、審査会みたいな

形で、ある意味議員からすれば法廷の場に立たされ

るようなところで、それを今も問題があって、課題

があって、この条例を変えていこうという議論の中

でやっていくには、確かに有識者だけにしたほうが

すっきりはするのかな。 

 市民の方が例えば議員がこういう条例違反がある

んじゃないのかと訴え出たときにも、有識者の方が

きちんと専門家の方で裁いてもらったほうが納得感

もあるのかなという気もするんです。あの方はとな

ったときに、あの方は一般市民で、何でああいうこ

とをおっしゃっているんですかとかという、何の立

場で言っているんですかということが仮に出たとし

て、その場合よりも、専門家に訴え出て、問題提起

して、専門家に裁いてもらった、法的な面も入れて、

裁いてもらったほうが、訴え出る側のほうとしても

納得感は有識者のほうがあるのかなというふうにも

思うんですけども、人数については確かに大石議員

言われたとおり奇数がいいのかな、３か５がいいの

かなとも思いますけども。 

○議員（上條彰一君） 裁判員制度の導入というの

も、いわゆる法律の専門家と言われている裁判官が

人を裁くという、判決をつくるというときに、やっ

ぱり市民的な感覚というのは非常に重視しなければ

ならないんだというところで、一定の選出枠に基づ

く無作為抽出をされた方を入れるというふうになっ

ていたと思うんです。 

 私は、市民といっても、いろんな経歴を持った方

たちがいて、例えば地方行政、元他市の自治体の職

員だとか、いろいろ会社を経営している人だとか、

いろいろいますから、そういう中で培った経験とい

うのは非常に大きなものがあるわけなので、そうい

う方をきちんと市民公募の枠として、一定の論文と

いうか、記述をしている中で選んでいくというのは、

私はありなんだと思うんです。 

 それと、特に大学関係の研究者だとか、いろんな
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地方行政に詳しい弁護士さんだとか、そういう方た

ちが専門的な立場からいろいろ法律論だとか、そう

いうのを検討しながら、審査を行っていくというの

は、今の在り方として、やっぱり必要なんじゃない

かなと。 

 今回、市民公募の委員をなくしちゃうということ

に対して、市民的にはどういうことが持たれるかと

いうと、やっぱり市民参加をうたっているけれども、

結局そういう市民枠がなくなるということに対して、

後退だというふうになるのが私は一番危惧するとこ

ろですし、今回ホームページで意見募集をした方の

が事前に配られておりますけど、相当私なんかは審

査会の関係、いろんな観点から様々な議論ができた

けれども、なかなか時間的に限られていたというと

ころもあって、十分なことはできなかったけど、か

なり厳しい意見が出ているという点からすると、や

っぱり今、市民公募の委員をなくすというのは、そ

ういう人たちから見ると後退というふうに受け取ら

れるのではないかと思います。 

 ですから、有識者の枠を増やして、市民公募の委

員の方よりも人数的に増やしていくというような格

好で調整するということは必要なんじゃないかなと

思いますけど。 

○議員（頭山太郎君） 今、上條議員がおっしゃる

ような方が、裁判員制度ですか、方がいらっしゃれ

ばいいですけど、やっぱりなかなか前回のを見てい

ましても、名字がちょっとまちの商店、見ただけで

その関係じゃないかとか、みんないろいろ思うわけ

ですよ。市民の方は一生懸命やろうと思っても、そ

ういうふうに言われたりしたわけですから、実際に。

あるいは初めからこうだと決めつけて、がんがん突

き進んで、会議の２回目の運営だってままならない

で、会長の言うことだって聞かないんですから、実

際起こったこと、上條議員もいらっしゃいましたで

しょう。混乱したんですから。 

 ですから、そういうことがないようにするために

は、冷静にされていた正副会長の前回のお二人を見

ても、有識者の代表で冷静に対応してくださってい

ましたし、私たち議員なんかは、私も上條議員もそ

うですが、白熱しましたから、もう議員はやめまし

ょうということですから、差っ引いていったら、有

識者しか残らないわけですよ。だから、有識者で１

名じゃ何ですから、３名で有識者でやっていくとい

うことが一番公平・公正で、市民の方の市民参加と

いうのは全く違う観点ですから、市民参加とか後退

とか全くなくて、御意見もちゃんと聴取しています

し、市民に開かれたということでやっているのは、

別の意味での市民参加でやっていますから、こうい

ったことでしっかりとした政治倫理審査会を運営し

ていく上では、市民の方の公募ということでなくて、

有識者の方でやっていくということが一番市民の方

の御理解を得ていく道だと私は思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） いろいろ御意見がここは分

かれるだろうなと予想しての今日私としても臨んで

いるところで、一方では、今ホームページで御意見

をいただいている中で、40代男性の方から１件、御

意見が来ているのは、やっぱり自浄作用が働いてい

ないんじゃないかというような厳しい意見もいただ

いているというのが一方ではあって、なかなかこれ

をどう決着をつけて、この委員をどうしていくのか

というのは本当に悩ましいなとは思う。 

 一歩前進しているのは、議員を委員には入れない

と。議運を設置して、そこで受皿として議会の関与

を残しつつも、委員から議員を排除というか、入れ

ないようにしていくというようなことは一歩前進の

中で、今、有識者と市民委員をどうするのかという

ところで御意見がここはやっぱり分かれているのが

正直なところで。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私の意見は先ほど述べま

したけれども、今回前進したのは、議会基本条例の

改正をして、附属機関の設置ということを位置づけ

たということが私は一つ大きな議会としての前進な

のかなというふうに捉えています。 
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 今までは政治倫理審査会、条例に基づいてという

ところが曖昧というか、そのことが曖昧だったけれ

ども、今回の事件を通して、こういう形に位置づけ

るというところとしては、これから議会がしっかり

と自分たちの附属機関を活用してくということにつ

ながったということは、一つ市民の皆さんにそこは

理解してもらう前進なのかなというふうに思ってい

ます。 

 ですから、後退ということは、私は市民が参加し

てほしいですけども、そこにならなかったとしても、

それが後退ではなくて、やっぱりこの事件を受けて、

前進したということをここは強化するべき内容だと

いうふうに思っています。このことはもう一度駒林

先生に次回お聞きするということは、それはあれで

すか、ここで決着をつけていかなきゃいけないです

か。 

○議長（木原 宏君） なるべくこれはここの部分

に関せずなんですけども、せっかく各会派代表の皆

様方がそのまま今検討会議では委員に入っていただ

いている中で、個人的に私は議長としての立場で、

なるべく数で決着みたいな形はなるべく諮りたくな

いなとは思っております。 

 最後決まらなければ、それは否定はしませんけど

も、なるべく丁寧な議論をして、合意形成が図れれ

ばいいなとは思っていて、まさにここの委員のどう

するのかという部分は、今回の政治倫理の検討会議

を見るにしては、あるところ重要部分ではあるのか

なというところではあるので、こういう議論がアド

バイスを前回いただいて、今回ここで検討会議を開

いて、さらに議論は深まってはいるんですけども、

そういったときにどういう考え方の整理をしていく

のかというのは、駒林先生に事務局のほうからアド

バイスを求めるのはいいのかなとも思いますけど、

それを受けて、次回決まらなければ、皆さんのまた

御意見を聞いて、最終的には私のほうで判断してい

かなきゃいけないのかなとも思いますけども、事務

局、どうですか。大分時間もここで要しております

ので。 

○主任（小林直岐君） 駒林先生にお聞きをすると

いうことに当たって、やはり議会としての問いが必

要かと思うんです。どちらがいいですかという問い

には、先生は答えないと思いますので、前回も議会

で考えるに当たって、こういうことに留意いただけ

ればよいのではないかというものをお示しいただい

たところにとどまっておりまして、今この状態でも

う一度お聞きしても、恐らく同じことになるだろう

と思うんです。 

 なので、どちらがいいですかではなくて、どちら

がいいかを決めるために必要な判断材料をお聞きす

るような形で、その判断いただく内容をここで御検

討いただく必要はあるのかなと思いました。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 確かに小林主任おっしゃる

とおりで、多分ポイントとなるのは、有識者だけに

するということと、市民参加の枠を残すということ

で、仮に有識者だけにした場合、やはり市民参加が

なくなるということは一歩後退みたいな印象をやは

り持たれてしまうのかどうか、議会として、市民に

対してというようなことで、一方では、公正に裁い

ていただくということの中で、いろいろやっていた

だくことが市民委員にボリュームが出てくるので、

有識者だけで公平・公正にやってもらうというほう

は訴え出た方からしても、しっくりくるんじゃない

かというようなことの意見があるので、まさにその

辺がどうアドバイスを求めていくか、どちらかには

決めていかなきゃいけないので、そのときにどうい

うアドバイスがあるのかという、それは聞き方なん

でしょうけども。 

○議員（頭山太郎君） 公募委員を入れることの問

題点、これを聞いていただきたいと思います。 

○議長（木原 宏君） 一方では、公募を入れたと

きの問題点ですね、市民の方と有識者とのどうして

も差は出てしまうのかなという、知識の差というん

でしょうか、情報量の差とかということもあるんで
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しょうけど、ほかに何か御意見ありますでしょうか。 

○副議長（高口靖彦君） 私の意見ですけれども、

裁判員制度は、無差別に抽出されて、そしてなおか

つ該当された方が集まってきて、そしてそこで裁判

官の方からすごく説明を受けて、それで調査をされ

て、それで本人の納得でできるできない、そういう

ふうなきちんとした事前に選ばれた方々に対しての

この人がふさわしいかどうかを本人の方々にじかに

聞いて、そしてその上で裁判官の方々が議論されて、

この人は今回裁判員でやってもらいましょう、もし

くはこの人は遠慮していただきましょうみたいな形

でなっていくものが裁判員制度だと思います。 

 ここまで徹底してされるということについては、

やはりその人の裁判ということに関してのその後の

人生をも左右させる、それほどの物すごい決定権が

ある。だからこそ、地方裁判所だけであって、高裁

や最高裁ではそういう制度はふさわしくないという

形で取り入れられていないと思います。そこまでや

っている。 

 だから、今もし公募市民でやるとしても、一つの

文書、それも誰が書いたか分からないような、その

ようなことで、それを見ているだけで判断するとい

うことにおいて、しかも近く、自分がそれを知って

いる人か、知っていないかということも事前に分か

らないで、そういった状態の中で市民の方を参加さ

せるというのは、やっぱり今回見ていてもふさわし

くないのではないかと。 

 もし公募市民をやるのであれば、徹底的にもう一

回公募市民の在り方について、それこそ議論をまた

別にするというふうな形でも取らない限り、単に市

民参加すればいいというふうにはならないのかなと

いうふうに思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 副議長のおっしゃることももっともでありまして、

確かに一般の市民を入れていくのであれば、もっと

厳格にいろいろなものを求めていかなければいけな

くなるのは当然のことなので、議員の御意見を聞い

ていると、有識者だけにするべきではないかという

ほうが多数を占めているわけでありまして、小林主

任のほうでは、有識者のみに入れていったときの制

度づくりということは、特にそっちは問題ないと思

うんですけども、今、副議長がおっしゃられたとお

り、裁判員制度みたいなものの考えで市民を入れて

いった場合は、やっぱりルールづくり、そこに募集

のかけ方、あるいはハードルのかけ方というんでし

ょうか、今確かに論文を提出していただいて、特に

面接だとか何だとかというようなこともなく、多分。

ということなので、裁判員制度みたいなことになる

と、無作為抽出みたいなもので枠を決めてやって、

呼んで、こういうことがあるんですけども、やれま

すか、やれませんかみたいなこともあって、どこま

でが一般市民を裁判員制度的に入れていくのだった

ら、やれるのかというようなこともアドバイスを聞

くのであれば、議会とすれば、有識者のみでやって

いったほうがいいんではないかという意見が多数な

んですけどもというところで聞いていただければあ

りがたいなと思うんですけども。 

○議員（頭山太郎君） 議長、それで人数だけ決め

てください。 

○議長（木原 宏君） 入れる入れないは抜きにし

て、人数ということなんですが、先ほど奇数委員が

いいのではないかというような意見もいただいたと

ころであります。それでいくと、３人、あるいは５

人というようなところなのかなと。それ以上という

ことになってくると、なかなか現実的に大きな組織

になってくると、裁き切れない部分は出てくるんだ

ろうなとは思いますけども、これもいろいろそこに

行くまでに……。その辺のところの人数の構成につ

いては御意見ありますでしょうか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） これは何人以内とかとい

う曖昧じゃなくて、実質の人数で何人と定めるんで

しょうか。 

○議長（木原 宏君） 何人以内という書き方があ

まりないんじゃないのかな。何人をもって構成する。
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恐らくこれも有識者だけでいくのか、市民公募を入

れるのかによって、構成委員は恐らく意見が分かれ

るのだろうと思います。市民を入れていくというこ

とであれば、３人ということにはならないでしょう

し、有識者だけということでいくなら３人というこ

ともあり得るんだろうなと思いますので、それも含

めて、今日は結論は出なそうなので……。 

○議員（山本みちよ君） 例えば今、市民を入れる

場合は公募ということで議論は進んでいますけど、

例えば団体推薦、しっかりバックが分かっている方

の中から市民の枠として出すということも一つ、Ａ

さんとか書いてありますけど、そういうのもいいの

かなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（木原 宏君） 当然選択肢の一つとすれば、

有識者と団体推薦委員という選択肢も当然あります

ので、それも選択肢としてはありかなと。団体推薦

と言えども、市民の方ですから、市民参加というこ

とは市民参加で間違いないのかなと思いますけども、

団体なので、言葉は悪いですけど、何もよく分から

ないところから出てきちゃっているみたいなことに

はならないんだろうなと思いますけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 団体推薦というのは別に

否定するものじゃないんですけど、やっぱり団体推

薦の今行政側での参画、いろんな重要なプランの柱

になるようなところにも参画いただいているという

ことがありますので、どこまで同じ団体推薦という

ところの枠として対象にするかということも、市民

参加というところで、その議論も少ししていかなき

ゃいけないかなと思います。 

○議長（木原 宏君） 団体推薦の場合、どういっ

た団体か考えられるのかということは、先生に聞い

てみてもらってもいいのかなと思いますけど、私も

アドバイスをもらうときに、一般的な市民の方を募

集するとして、その方の思想信条、バックグラウン

ドまで、それは聞いてはいけない部分も当然ありま

すので、なかなかそれを選別することはなかなか難

しいとなった場合、先ほど山本みちよ議員もおっし

ゃられたとおりの部分は、必ずしも一般市民だから

といって、公募だからといって、当該調査対象にな

る議員に近くないとも言い切れない部分はどうして

も出てくるとなったときに、そこの判別は事実上で

きないというのは私自身も思っていると、まさかそ

の方に思想信条は何かありますかなんていうのは、

当然それは聞けないわけですから、そうなってくる

と、守秘義務もそうですし、何をその方が思想信条

として持っていても、それは自由ですから、それを

聞くことすらいけないことですから、恐らくそうな

ってくると、有識者だけで裁いていくというのは、

私はなじむのかなとは個人的には今の段階では思っ

てはいて、恐らく議員の皆さんの意見を聞いても、

おおむね有識者のほうがいいんじゃないのかという

意見が多いのは間違いないところで、なるべくそこ

をというところで、今日のところは私の判断で今な

るべく活発な議論をいただきたいので、意見をいた

だいているというところでございました。本当は決

めちゃってもいいんですけど、あえて、すみません、

今日は決めていないのは、私の判断です。 

 なので、先生にもう一回アドバイスを求めて、次

回ここの部分は整理をかけていくということでもい

いのか。なるべく歩み寄れるところで歩み寄ってい

きたいというのが考えの根底としては持っておりま

すので、そこのところで今日は意見も出尽くしてい

ますので、何となく小林主任のほうでうまく聞いて

くれるだろうなという期待もして、ちょっと時間が

大分押してきてしまったので、ここの３の２の委員

の部分については、一旦これでペンディングという

ことにさせていただきたいと思いますけど、３の２

の部分の委員については次回持ち越しというような

部分にしたいと思います。まだ結構ボリュームがあ

るんですけど。 

 では、申し訳ない、続けさせていただきます。３

の２の部分については、ちょっと一旦次回に持ち越

しをさせていただきます。 
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 調査開始の要件 

 

○議長（木原 宏君） 続きまして、日程４、調査

開始の要件を議題といたします。 

 まず、（１）調査請求の時期を要件に加えるかど

うかについて、事務局から説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） それでは、（１）

の調査請求の時期を要件に加えるかについて御説明

します。 

 まず、①の報告期限までに議員が任期満了となる

場合の課題があります。これは政倫審が調査してい

る最中に任期が満了し、選挙が行われることになり

ます。 

 そのため、調査対象者の選挙活動に影響があるこ

と、また調査対象者が立候補しない可能性や、落選

する可能性があることから、調査終了時に対象者が

議員であるかどうか分からないという問題がありま

す。このことから、改選前の一定期間は調査請求が

できないこととすべきとの意見が上がっておりまし

た。 

 そのため、調査請求できない期間を設けるか、そ

の場合、どの程度の期間とするかを検討していただ

く必要があります。報告の期限は90日ですが、報告

書提出と議会の措置までの一連の過程に要する期間

を考えると、例えば半年とすることが一つの案とし

て考えられます。 

 次に、②の報告期限までに政倫審委員が任期満了

となる場合の課題です。 

 現在、この場合における取扱いの規定がありませ

ん。そこで、現委員が任期満了後も案件終了までは

扱うのか、それとも任期満了日以降は新しい委員に

引き継ぐのか、そのどちらにするのかを規定する必

要があります。 

 以上の２点に関連することとして、③の報告期限

を厳密に定める必要があるかという課題があります。

これは案件の複雑さなどによっては、90日で終える

ことが現実的ではない場合や、感染症や災害など、

やむを得ない理由が生じる場合があるため問題にな

ります。 

 そこで、行政手続条例の趣旨に沿って、厳密な期

限ではなく、標準処理期間にすることが考えられま

す。この場合、原則として標準処理期間内に処理す

る必要がありますが、正当な理由があれば、超過も

許されることになります。 

 もう１点、④の議運での審議を考慮して報告期限

の起算点を変更するかという課題があります。 

 現在、報告期限は政倫審に付託された日から90日

以内となっています。 

 一方で、議運で何日を要するかを見込むのは難し

いので、現在と同様、政倫審だけで固定の日数とし

て90日を確保すべきと考えられます。 

 他方で、報告期限は、審査のむやみな先延ばしを

防止するために設けられるものなので、議運に要す

る日数に制限がないと、期限を設ける意味が損なわ

れるとも考えられます。 

 その場合、調査請求時から起算することとし、90

日の間に議運と政倫審で審議することになります。

あるいは、この場合、議運で想定される日数分、期

限を延ばすことも考えられます。 

 以上のとおり、一つ目に改選前の一定期間には調

査請求ができないこととするか、その場合の期間に

ついて、二つ目に報告期限までに政倫審委員が任期

満了となる場合の取扱いについて、三つ目に報告期

限を厳密に定める必要があるかどうかについて、四

つ目に議運での審議を考慮し、報告期限の起算点を

変更するかどうかについて、これらについて協議を

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 報告は以上のとおりであり

ます。 

 網かけ部分について御検討いただきたいと思いま

す。調査の開始要件について、４点課題が出されて

いるところでございますので、それぞれまず議論を

いただきたいと思いますけども、課題の１、報告期
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限までの議員が任期満了となる場合を想定しての改

選前の一定期間には調査請求できないこととするか、

またはその期間はどうするのか。事実上、改選期を

直前に控えると、その当該議員が議員でなくなる可

能性が出てくるとなると、事実上、政倫審をかけて

も、一市民に戻られる議員は多分調査対象にはなら

ないということには事実上なりますので、その部分

をどうするのかというようなことも出てくると思い

ます。その辺のところで一つ一つやっていければと

思いますので、まずこの部分、一定期間調査請求で

きないことにするかどうか、その期間がどの程度が

適当かどうか、そういったことの御議論をいただき

たいと思います。 

○議員（頭山太郎君） これは駒林先生からそれは

できないというようなお話がたしかあったように思

うんですけど、違いましたでしょうか。できないで

すねというような御回答がたしかあったと思ったん

ですけど。 

○主任（小林直岐君） 先生からは確かにすべきで

はないという議論はありました。その理由としては

不公平性があるということだったんですけども、で

きないというわけではないということなので、不公

平性が生じることを重視するか、それとも任期満了

に係る間に請求があった場合の不利益を重視するか、

どちらかによるのかなと思いまして、先生は前者を

重視されたということかと理解しております。 

○議長（木原 宏君） 今のお話でいくと、例えば

改選前、調査対象議員が選挙になって、もう一回再

選されれば、そのまま継続されるのも問題はないと

いうか、やれなくはないということでしょうし、例

えば御勇退されるとか、落選されるとなった場合は、

調査請求は上がっていても、議員ではなくなった段

階でその事由は消滅するというような考え方で、要

するにこういった調査請求はできない期間を設けな

いというふうにしても、そういう考え方もできると

いう判断でいいということですよね。そういったこ

ともあるということです。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 確認なんですけれども、

途中で審議していて、それで結果として落選という

ふうになった途端に、もうそこは審議未了じゃない

けども、そこでストップという、そういうことなの

ですか。 

○議長（木原 宏君） 恐らくそうなるでしょうね。

議員ではない。あくまでこれは議員を想定とした政

治倫理審査で、一般市民の方を対象とはしておりま

せんので、当然選挙に出ないという選択肢もあるで

しょうし、出ても落選するとかということもあるで

しょう。再選されて戻ってこられた場合は継続とい

う形になるのかなというふうに思いますけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） そうなると、そういう当

たり前のことですけど、それがルールなわけですよ

ね。そういうルールをどこかに明示しておいて、そ

れで別にいつでもそれは受けられる、選挙の前だか

らここは駄目とかというんじゃなくて、常に常時そ

れは受けられますよというふうに定めるのがいいと

思うんですけど。 

○議長（木原 宏君） 当然そういった逐条解説の

中で、常時受け付けるけども、こういう場合、こう

いう場合、こういう場合というのは、例示はできる

かなと思います。 

○議員（山本みちよ君） やはり一定期間、改選前

のルールどうかという議論のもとというのは、恣意

的な部分が懸念されたと思いますけど、今回、今、

議論の中で議運が入るということですので、明らか

に議運でも審議はしないまでも、これは該当すると

いう判断があるという部分で、そういった意味で考

えると、期間を限定しなくてもいいのかなとも考え

ます。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 確かに今言われたとおり、今回議運を設置してい

くということであれば、議員側の課題としての改選

を控えての問題はクリアできるということになれば、

常時受け付けるというような形にして、ただしルー

ルとすれば、考え方は示しておいたほうがいいんだ
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ろうと思います。どこかで逐条解説の中で、例えば

議員が例えば出馬して、再選した場合は継続、勇退、

あるいは落選した場合は審議終了となりますみたい

なものは皆さんでちょっと御協議いただいたほうが

いいのかなと思います。 

○副議長（高口靖彦君） 恣意的な問題なんですけ

れども、今回マスコミが入ったと。私、知りません

でした。議員も知らないのにマスコミのほうが先に

知っている。こういったことが恣意的ではないのか

と言われたら、私は恣意的だと思っていますので、

やっぱり選挙が行われることが分かっていて、その

段階でマスコミがああいうふうに騒いで、いかにも

この議員はこういうふうな状況なんですということ

がどれだけ選挙戦に影響を与えるか。 

 当該議員が当選されてきましたから、あれですけ

れども、これによって、もしなった場合にどれだけ

議会でそのことについて逆に訴えられてきた場合の

もっとあるので、私はだからもし選挙前、数か月の

間にこういう状態になるのであれば、これは粛々と、

本当に粛々とやっていくべきであると。 

 当然ホームページ上に載せる載せないというのは

あるのかもしれないんですけども、議運に諮られて、

政倫審が開かれるとかいうふうになった場合は、そ

ういったことを本当に丁寧に丁寧に、これは別に選

挙戦に限らないこと、選挙前に限るということでは

ないですけれども、そこは本当に当該議員のことを

考えてやっていくべき。 

 私が一番怖いのは、冤罪だとか、本当に無実だっ

たりとか、誤解だったりとか、そういったことによ

って打撃、影響を与えられるということが一番懸念

するところです。 

○議長（木原 宏君） 副議長からの御意見も出さ

れる、確かにそういった恣意的な運用は厳に避けな

ければいけないということだろうというふうに思う。

ですので、一定期間、改選前の数か月を調査、届出

ができないように、請求ができないようにするとい

うのも一定の考え方、これも当然あるかなと思いま

す。議運が入るので、そこでしっかりと判断しても

らうというのも、また一つの考え方だろうと思いま

す。その辺で御議論いただければと思います。 

○議員（上條彰一君） 私は山本議員と同様で、や

はり政倫審への付託そのものの審査を議会運営委員

会でやるので、そこら辺も含めて審査が行われると

いうことで、期限を設けるということは基本的にし

ないで、受付をしっかりやるということで、むしろ

受け付ける内容について、疑惑を疑われるというこ

との資料だとか、資料の説明だとか、そういったこ

とをしっかりしてもらうというのが、そこら辺を避

けることになるのかなと思いますので、後でそこら

辺も決めていくということになりますので。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見は。 

○議員（大石ふみお君） 倫理審査会にかけられる

案件がいつ発生するか分からないことを考えると、

規定を設けるべきじゃないと、常時受け付けられる

状況にしていくべきだというふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 おおむね皆さんの意見も集約できたかなと思いま

す。この部分については十分に、恣意的なものは当

然避けなければいけないですけども、ここの部分に

ついては、議運が今回設置、ここは入るということ

になりますし、先ほど上條議員からも、この後も協

議しますけども、ある程度疑惑に足り得るものも申

し出るほうも、ある程度説明できるようにしてもら

うということも一方では今考え方も示されましたの

で、調査請求ができない期間を設けないこととして、

十分それでも恣意的な運用がないように選挙、特に

改選前なんかについては議運でしっかりと御協議を

いただくというような形でいいのかなというふうに

も、議論とすれば意見の一致はできるかなと思いま

すけど、そこはよろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） そうすると、もう一方では、
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次、２ですね、政倫審の委員が任期満了を迎えてし

まうようなタイミングの場合はどうするのかという

ことです。任期満了後も案件終了までは継続しても

らうのかというようなところ、なかなか事実上、新

しい委員にいきなり引き継いでやってくださいとい

うのは多分恐らくできないということを考えると、

任期満了を迎えていても、大変申し訳ないけどもと

いうことで御了解いただく中で、それは募集の仕方

も今後考えなきゃいけないですけど、任期満了、た

だしみたいな、任期終了が来ても、当該請求が終了

していない案件がある場合は、終了するまでが任期

となりますよみたいな書き方にして対応していくと

いうのが現実的かなと思いますけども、御意見があ

ればお出しいただきたいと。 

○議員（上條彰一君） 今回も任期満了が来ていた

んですけど、１週間でしたか、10日間、延ばして、

結論までしっかり責任を持つということでやられま

したので、そういう運用で引き継いで、引き継がれ

た方がいろいろ資料を読み込んでも、やっぱり分か

ないところは分からないので、現委員でしっかり結

論を出すということで対応するということでいいん

じゃないかと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見ありませんか。―では、その方

向で、任期は任期として当然あるんですけども、任

期終了を迎えても、案件終了までは受け持っていた

だくというような形で対応していきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、後半の３、あるいは４の部分ですけ

ども、報告期限をどういうふうに定めるのか、厳密

に定めていくのか。今は90日というようなことにな

っておりますけども、期限ではなく、標準処理期間

という形にすれば、正当な理由があれば、例えばコ

ロナで開催ができないなんていうときも、正当な理

由になるんでしょうけども、そういう形でいくか、

あるいは起算点をどう考えるのかというようなとこ

ろだと思いますけども、報告期間、期限について、

どのようにお考えになるのかということで御意見を

出していただければと思います。 

○議員（上條彰一君） これもやはりこの文言にあ

りますように、原則として標準処理期間内に処理す

るというふうにしておいて、理由があれば超過もで

きるというのが、現実的に妥当な審査ができるんじ

ゃないかと思います。 

○議員（山本みちよ君） 上條議員がおっしゃった

のに同じでございます。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見なければ、今

の意見で、標準処理期間という形にして、原則はそ

の期間で結論を出していくけども、正当な理由があ

る場合は、それを超えていくというようなこともで

きるというような決まりでいくということでよろし

くお願いをいたします。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 今の標準処理期間という

のは、議運後、議運を設けてから、どこからですか。 

○議長（木原 宏君） 今、確認がされて、標準処

理期間として対応していくということで、次の起算

点を今どう考えるのかということで、議運でやって

もらって、付託されたところから90日とかにするの

かという、その起算点の考え方、議長に来たところ

からにするのかとか、いろいろ考え方はあると思う。

一般的にいえば、付託が決まった段階から90日とか

でもいいのかもしれないですけども、どうなんです

か、その辺で御意見があればお出しいただきたいと

思います。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 議運でどれぐらいもんで

いくかということなんだと思うんですけども、議運

のところも含めて、標準処理期間ということにした

ほうがよろしいのかなというふうに思います。 

○議長（木原 宏君） 起算時は議運のところから

と。議長から議運に諮問がされたところから90日と。

90日でも100日でもいいんですけども、正当な理由

があれば、それを超えていくということもできます

けども、ほかに御意見はございますでしょうか。 

○議員（上條彰一君） 今回の政倫審の場合に、コ
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ロナの感染の中でという問題があって、時間がどう

してもずれ込まざるを得なかったというのがありま

すけれども、しっかりとした審査を行うために必要

な審査時間は取るということで、しかしやみくもに

結果を出すのを時間を取るというふうにしないとい

うことであれば、やはり議会運営委員会に審査をし

たところから審査の報告を出すまでに90日ないしは

100日取るというのは妥当な線じゃないかなと思い

ます。 

○議長（木原 宏君） 議運に諮問した段階からと

いうことですね。 

 ほかに御意見はありますでしょうか。起算点は議

長から議運に諮問した段階からを起算点として、あ

と期間ですね、日数。今、90日となっておりますけ

ども、議運でどれぐらい審議をされるようになるの

で、その分、90日を例えば100日にするとか、そう

いったことも考えとすれば出てくるんですけども、

その辺はどうですか。 

 100というと、おおむね３か月ですよね。議運で

10日間取るという形ですよね。付託するかどうかの

審議を議運にしてもらう期間を10日間取って100日

というようなことも考えられる。実質議運が挟む分、

90日のままでいくと、審議時間は短くなるというの

は、当然そういうことになります。 

○議員（稲橋ゆみ子君） ちょっと事務局側にお聞

きしたいんですけれども、今回の状況から、今度起

算点が議運ということも入って、それで仮に100日

という、10日だけですけども、延ばすことで、報告

を出していくということが適正というか、それぐら

いでいいんじゃないかなと思われるのか。ちょっと

私は短いんじゃないかなというふうに思うんですけ

ども、いかがでしょうか。 

○議会事務局長（秋武典子君） ほかと日数を明確

に比較した経験がございませんので、はっきりとは

申し上げられませんけれども、確かに90日というの

は大変慌ただしくはあったという印象ではあります。

ただ、それ以上に延ばすというところの選択をどう

いった理由でするのかというのを積み上げていただ

ければというところかなと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） そういったことですよね。

多分ここは悩ましいところで、あまりこれを長くす

ればいいかというと、結論が出ないまま、調査請求、

訴え出るほうとしても長丁場ということにはなって

いきますので。 

○議員（山本みちよ君） できれば今回、先ほどの

議論にもありましたけど、専門家の方にしっかり入

ってもらうというところで、逆にコンパクトに専門

的に話ができるというメリットもあるのかなという

ふうに考えますので、あまり延ばさないほうがいい

と思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 考え方、今のとおり、人数、あるいは今後の専門

的な有識者というような考えも示されてきているの

で、期間を議運分を取るのか取らないのかというと

ころなのかなと思いますけども、90日でいくのか、

議運分だけは少し考慮しましょうよというふうにす

るのか、その部分に絞って、ちょっとお諮りをした

いと思いますけど、いかがでしょうか。 

○議員（頭山太郎君） 今ありましたけど、やっぱ

り議運の分を少し取って、100日が適当ではないか

と思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 確かにその分、そのほうがより丁寧かなと思いま

すので、起算点を議長から議運に諮問した段階を起

算点とし、今度議運が入る分を10日間上乗せをして、

90日から100日以内というような形を標準の処理期

間という形にしたいと思いますけども、よろしいで

しょうか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 再度確認なんですけども、

ここで示した何かいろんな理由があれば超過もあり

ということが、そこに明示されるというか、どこか

に記載されるということですよね。 
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○議会事務局長（秋武典子君） 標準処理期間とい

う言葉を出しますので、そこでの説明は必ず必要に

なるかと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ということです。正当な理

由があれば、当然そこは超過を、例えば当該の調査

対象議員が具合が悪くなっちゃうなんていうことも

ありますので、その辺のことは当然正当な理由とし

て認められるというふうになると思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

 それでは、ここの部分の４の１の部分の調査請求

の時期、要件については終了とさせていただきたい

と思います。 

 次に、（２）の調査請求の人数要件を検討するか、

また２会派以上の要件を加えるかについて、事務局

から説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） それでは、（２）

の調査請求の人数要件を検討するか、２会派以上の

要件を加えるかという点について御説明します。 

 これは請求の濫用をいかにして防ぐかという問題

です。現状は、議員の場合は定数の４分の１の７人

以上、市民は有権者の500分の１で、300人強が人数

の要件になっています。 

 なお、議運での協議をすることとなったので、濫

用による請求を議運で却下できる仕組みは現在より

も整うと考えられます。 

 この人数要件の見直しを検討するかどうか、また

議員の場合は２会派以上を要件とする団体が増えて

いることに倣い、２会派以上の要件を設けるか、検

討する必要があります。 

 付随する点として、現在、調査請求者は市内在

住・在勤・在学者となっていますが、これを市民に

限定するかどうかという問題もあります。 

 以上のとおり、一つ目に調査請求の人数要件を見

直すか、二つ目に２会派以上の要件を加えるか、三

つ目に請求者は在住・在勤・在学か、それとも市民

に限定するか、この点について御協議をお願いいた

します。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりでござ

います。一つずつ網かけの部分についての御質疑を

いただきたいというふうに思います。 

 まず、調査の請求の人数要件についてであります。

これも前々回ぐらいですか、駒林先生にアドバイス

を求めたときに、いろいろな考え方が示されていて、

現状の４分の１の７人というのがハードルが低いん

じゃないか、濫用、恣意的な運用ができちゃうんじ

ゃないのかというようなところの中で、議運を挟ん

でいくというような答えもアドバイスもいただいて、

ここの部分を上げていくということはちょっと後退

というような部分にもつながるだろうというのが駒

林先生のアドバイスでありました。 

 その中で示されたのが、最近多いのは、２会派以

上の議員に関しては、２会派以上とする要件にする

ところが増えていますよと。そうすると、先ほどの

話でいうと、議運で協議する場が整いますので、濫

用はある程度そこで精査できる仕組み、議会として

明らかにおかしいというものに関しては、そこでス

トップができる仕組みも持ってきていることになる

と、この要件をどうするのか。 

 さらに、ハードルを高くしていくということにな

ると、人数の要件、議員でいえば、４分の１を例え

ば２分の１とかにするんではなくて、２会派以上と

かというような考え方も一方ではあるのかなという

ところでございます。 

 その辺の調査請求の人数要件を見直すのか、ある

いは２会派以上の要件を加えるかどうか、請求者は

在住・在勤・在学、それとも市民に限定するのかと

いうことで、市民以外を含むということは、なかな

か違和感はあるのかなというところは正直あります

ので、一つずつ、まずは調査請求の人数要件、この

見直しをどうするのかというところで御意見いただ

ければと思います。 

○議員（頭山太郎君） 駒林先生からあったアドバ
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イスでは、議運を入れて、人数要件できるとやっぱ

り後退とみなされるという御意見もありますので、

それは尊重して、このままでよろしいのではないか

と思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 議運が挟めているということで、人数要件はこの

ままという意見も今出されましたけど、人数要件に

ついてはこのままということでよろしいでしょうか。 

○副議長（高口靖彦君） 多分私だけがあれしてい

ると思いますけれども、この受けるときのダメージ

と、要は議長に出されるときのダメージと、それか

ら全く知らない状況の議員と知っている議員の状況

が、出される時点ではあるということ。要は一人会

派の例えば一人なんかは、もし全然何もないと、い

つも自分のところにはその情報も入ってこないとい

うふうな形になり得る。そういったところと、あと

議運での審査請求が、体裁がきちんと整っていれば、

その内容がどこまで知っていて、それを請求できる

のか、できないのか。当然紹介議員になったメンバ

ーは、ある程度情報が分かっているんだとは思いま

すが、分かっていない議員は、その情報、要は請求

をかける段階において、情報格差がある。そういっ

たことをよしとしてするのか、それで７名でいいの

かどうかというところについては、私はとても危惧

をしています。 

 だから、恣意的に今の議会がということではなく

て、未来において、多数派の議会会派が付託につい

て、それをやろうとすれば、できてくる。情報を渡

さないまま、きちんと体裁条件だけが整っていれば

できるというような状態も起こり得る可能性がある

ということを思ったときにどうなのかということは

とても心配をしています。 

○議長（木原 宏君） 副議長からの問題提起もあ

りました。確かにその部分、情報を出発点の時点で

持っている議員、持っていない議員ということは、

どうしても議員の人数要件で調査請求が求められる

ときは、いろいろな課題を知っている議員、知って

いない議員がいるとなると、人数要件を上げていく

のか、あるいは未来の議会構成を考えていくと、こ

れは私もアドバイスのところで駒林先生に聞いたん

ですけど、現在の立川市議会の会派構成、勢力図を

見ると、２会派以上というふうになっても、事実上、

そこにあまり縛りというんでしょうか、与党・野党

みたいな考え方はあまり言ってはいけないのかもし

れないですけども、要するに与党会派、野党会派み

たいな考えで、そこはクリアできてしまうことにな

ると、恣意的な運用を避けるためには、本来立川の

今の議会構成を考えると、３会派からこれはやる必

要があるよねみたいなことがあれば、それは確かに

やったほうがいいんだろうなというような意見には

なって、事実、先般開かれた部分に関しては、与野

党問わず、会派でいえば３会派の方から請求者が、

署名議員というんでしょうか、出ているのも事実な

ので、今の副議長の部分の御懸念をクリアしていく

には、二つあるんだろうなと思うのは、現状の議員

のほうですね、議員のほうでは４分の１を少しハー

ドルを上げていくという考え方もあると思います。

市民のほうの500分の１というのを、このハードル

を上げると、これは確かに後退だというふうにも取

られるのかなというふうに思いますので、恣意的な

運用がなされるとすると、議会側の判断ということ

のほうが想定とすれば当然あり得るのかなというふ

うに思うと、議員の人数要件を４分の１から引き上

げていくと。例えば３分の１にするとか、２分の１

だとちょっとハードルは高過ぎるのかななんていう

ところはあるので、そういうふうにするか、２会派、

次のところに係りますけど、２会派以上としないで、

３会派とすれば、今の立川市の現状においては、言

葉が適切かどうか分からないですけど、与野党問わ

ずやったほうがいいという判断に至っているという、

恣意的な運用は避けられるというところはあるのか

なとも思います。その辺のところをどう整理するか

だろうなというふうに思います。御意見があればお

出しいただきたいと思います。 
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○議員（稲橋ゆみ子君） やっぱりこれは自浄作用

をどういうふうに私たちとして、この条例の中に位

置づけるかということを考えていくと、そこのハー

ドルを上げるという、要するに会派の数を増やした

りとか、あとは議員の割合を増やすというところと

してはどうなのかなと。やっぱり議会の中でもそう

いうことをしっかりと確認し合えて、問題提起とい

うか、そこはできるということにするべきだという

ふうに思うので、私は前回は３会派ということには

なったので、今の２会派以上でしたけれども、この

請求、人数要件はこれでいいと思いますし、２会派

以上という要件でいいのではないかと思います。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見があれば。 

○議員（上條彰一君） 議会運営委員会での審査と

いうのが入りますから、いわゆる内容等について、

議員が知らないということはなくなるんだと思いま

す。ですので、私は現状のままで、２会派以上で７

人というところで出すというのは、請求をしやすさ

という点でも妥当なところかなと思いますけれども。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 いろいろなお考えがあって、前回を振り返ると、

いきなりマスコミ報道で知ったという議員もいたと

いうことが当然副議長の懸念にもつながっていると

いうのは、これは理解ができるところでございます

けども、今回議運が入るというところもあれば、大

きくそこは仕組みとすれば変わってくる部分でもあ

ります。その部分で御意見を踏まえていただければ

と思います。 

○議員（頭山太郎君） 副議長の御懸念もよく分か

りますので、私は２番にいきますけど、二つ目にい

きますけど、２会派というところを３会派というこ

とにしていただいて、今回の流れの中でのことで、

より多くの賛同があるということであれば、それは

後退ではなくて、それだけ多くの議員が問題視した

ということでの賛同を得て出すということですから、

より請求者はいいんじゃないかと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見は。 

○議員（山本みちよ君） 私も要件としては、３会

派以上の要件にして、あと調査人数は、市民の方は

現状でいいと思います。議運で一回精査するという

ことは、それだけの中身と資料等が明確であるとい

う部分も含めますと、逆に要件を上げても通る、賛

同する議員も増えるという部分があるのかなと思い

ます。例えば３分の１に今回上げるというのもあり

かなと思います。 

○議長（木原 宏君） そういった意見も出ており

ます。 

○議員（大石ふみお君） 私は現状でいいというふ

うに思っています。そして、やっぱり２会派以上で

ということでいいと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） いろいろ御議論が分かれる

ところで、確かにあまりハードルを上げると、自浄

作用が働かないということにもなるし、ついては恣

意的な運用を避けるということが一番求められると

いうことになると、議運が入るということを考える

と、大分当初の心配は薄れて、恣意的な運用という

のは随分と抑止はできるのかなと。議運の中でこれ

は明らかにおかしいよということは、多分そこから

先に通っていくということは、非常に今度はそこが

ハードルの高い部分になっていくのかなというふう

に思いますと、意見として今多いのは、現状２会派

以上というようなラインかなというところですけど

も、いかがでしょう。 

○副議長（高口靖彦君） 現状、温厚な性格の議員

が多いのかなというふうに思われるので、あれです

が、この先、どういった議会構成になっていくか、

また議員の方々が出てこられるか。混乱するような

議会が多々全国で見られる中、一方的に自分の意見

を、協調性があまり見られないような議員がもし今

後出てきたときに、そういった方々が中心となって、

その方だけで結束をされて、現状の７名を集められ

ると、それが通っていってしまう、形式的には通っ
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ていってしまうということを懸念しております。全

国の議会において、そういった形が様々ないと。 

 そこを私、いつも何回も言いますけれども、ここ

にかけられること自体で、当該議員になった方には

ダメージを与えられると。それが一番怖いのは、何

度も言って申し訳ないですけども、私的なことであ

ったり、要は冤罪であったりとか、誤解であったり

とか、そういったこと。だから、私は、できるだけ

ここは、たとえ途中の２階の議運の部分がかけられ

ているとはいえ、そこに当然そういった恣意的なも

のがあった場合に、そこでＳＮＳで発信をさせられ

て、この議員は今かけられましたというような形が

流れていってしまうと、それはとても大きなダメー

ジになるということを懸念しております。 

 これが多数派というか、もし多数会派がそれを恣

意的にやると、そういうこともできますし、また個

人の人たちがそういった４分の１そろってしまうと、

そういうことができてしまう。そういったことを懸

念している。できるだけ多くの議員が事前にそれを

ある程度までは分かった上で、これはどうしても厳

しいねと、これはやっぱり政治倫理審査会にかけて

いかないとまずいねという状態になって、それを

粛々と進めていくのがいいのかなと思っています。 

○議長（木原 宏君） 当然いろんな御心配の声が

出てくるのは当然のこととして、今いろいろ検討作

業は進んでいる状況で、私の考えとすれば、これが

全ての検討が終了した場合、今よりもあらゆる形で

抑止が利く、公正・公平に開かれる仕組みが最後に

整うということの今途中段階であって、例えば疑い

をかけられた段階で、他の会派の人間がＳＮＳでこ

んな議員がなんてなれば、恐らく先ほど協議したＳ

ＮＳでの発信の部分で、逆に発信をした人が今度は

議会の倫理に問われるということは当然出てくる。 

 だから、これが全部検討作業が終了した段階にお

いては、ＳＮＳでも当然途中で疑いの段階で木原議

員がこんなことで今政治倫理審査会にかけられそう

ですよなんてやった場合は、当然私としても防御を

その場合はするとなると、まだ確定もしていない段

階で、それこそ政治倫理条例に抵触するんじゃない

んですかという話は当然出てきますし、この後の４

の５の部分なんかでは、調査段階で当然請求者の方

に疑いの立証なんかは求めていかないと、当然今で

いえば、第何号の何号違反に抵触しますので、あと

そっちで調べてくださいという状態では当然乗り切

れないので、全てが整った段階では、当然疑いを持

った人がある程度民事訴訟でいえば、そういった証

拠書類みたいなもの、一定の証拠書類をそろえて、

議長のところに来る。それがなければ、議長のとこ

ろで当然これはどういう考えなんですかというとこ

ろで議運には諮問できませんので、そういった全部

が整った段階では防御権も、自浄作用も発揮できる、

その微妙なところを縫っていかないといけないのは、

今回の検討作業の一番難しい部分なんだろうという

ふうに思っておりますので、ぜひそこは御理解をい

ただきたいというふうに思いますので、現状、これ

はまた検討の必要があれば、更新がまたいろいろ検

討はされるんだろうというふうに思いますので、こ

の調査請求の要件については、意見を聞いていると、

現状という形にして、２会派以上、現状の人数要件

と２会派以上というのを新たに設けるというところ

かなというふうに思います。そこを恣意的に運用で

きないように、ほかで縛っていくというような形で

整えていくのがいいのかなと。 

 駒林先生からも言われたのは、事実上、開かれな

い政治倫理審査会でも駄目という、それは市民の権

限とすれば、よくないというようなアドバイスもい

ただいているので、非常にここは難しいな、考え方

は難しいなと思っておりますけども、その辺もし意

見があれば追加でお出ししていただきたい。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私の意見は先ほど述べま

したけども、今、副議長の心配、いろいろと心配が

あるのも分からないではないんですけれども、例え

ば今ある代表者会議、立川は今、代表者会議という

のは、位置づけとしては、公開はしていないけれど
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も、重要事項について会派代表がそこで議論すると

いう、言い方を変えれば、秘密会的な内容だという

ふうに思っています。 

 でも、ここも重要な部分だと理解しておりますが、

そこへの今のまずは事案があった場合の報告という

のがどうするのかということ。今は議運ということ

からスタートしておりますけれども、今の話で副議

長のすごく心配は、情報を得ていなかった、分から

なかった、知らない間にという、それで議運にかけ

られたというふうに、何かそういう心配もされてい

るようなふうに伝わってくるんですけれども、そう

すると今の代表者会議、会派代表が出ていて、一人

会派の方たちも今オブザーバーとして傍聴ができる

し、今は意見もしっかりと言えるような状況にもな

っているんだというふうに捉えておりますが、その

ところではどういうふうに取り扱うかというのも少

し議論されたほうがいいのかなと思います。 

○議長（木原 宏君） 今、新たな問題提起もあっ

て、情報をどう整理するかということで、代表者会

議というような話もあったんですけど。 

○議員（頭山太郎君） それは代表者会議は議事録

とかに残らないから、議運で全部やっていこうとい

う話になったと思いますので、流れが二つになっち

ゃうと、兼任しているときはいいんですけど、分か

らなくなってくるので、明確な流れをきちんとした

ほうがいいと思うんですけど。 

○議会事務局長（秋武典子君） 今は調査請求とい

う名前ですけども、それが出されてから、議長のと

ころで受付をして、諮問に出すまでのところで、ど

の段階で例えば対象の議員だったり、議員の皆さん

に情報を提供するかというところは、また別の議論

になりますので、そこは詳細、また改めて詰めさせ

ていただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 恐らくその辺のところは、

時の議長の判断とかも、規定がどう設けていこうと

も、議長の判断というのも出てくるのだろうなとは

思います。そこはまた別の議論でというところで、

今、要件は現状そのまま、２会派以上ということの

話で、そこはオーケーなのかなと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 あと１件、請求者の在住・在勤・在学か、それと

も市民に限定するのかというような部分でございま

す。審査会でありますので、市民以外の方が含まれ

るというのは、なかなかなじまないかなとは思うん

ですけども、御意見を出していただければと思いま

す。 

○議員（山本みちよ君） 私も今、議長がおっしゃ

ったように市民を対象にというところでいいかと思

います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 やはりここは市民に限定をしていい部分でもある

かなと思いますけど、よろしいでしょうか。 

○議員（上條彰一君） いわゆる調査請求の関係が

市民500分の１というふうになっているので、これ

はたしか条例請求の関係のあれですよね。有権者か

どうかというところまで選管に審査をして確認をす

るわけなので、私も広い意味で情報を集めるという

点では、確かに在勤とか、在学まで含めるというの

はあれでしょうけど、実際にやっぱり問題について

の審査するということになれば、市民に限定すると

いうことのほうが妥当なのかなと思いますけど。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 おおむね皆さんの方向性はその形なのかなと思い

ますので、ここは請求者は市民に限定するという形

で進めさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私も今、市民ということ

でいいとは思うんですけれども、立川市はありませ

んけども、自治基本条例、まちづくり条例などを定

めている自治体では、市民という定義を在住・在

勤・在学というふうにしている場合もあるんです。

ですから、今は立川市はそういう自治基本条例など

もないので、その根拠としてがどこかを参考にする
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というのはないと思うんですけれども、またそうい

うものができ得た場合については、そのあたりのと

ころも確認することになるのかなというふうにちょ

っと想定するわけなのですが。 

○議長（木原 宏君） 御意見は御意見として、そ

れはまた別の議論になるのかなと思いますので、そ

のときはまたその段階で必要性があったときにいろ

んな検討の声が上がるのかなと思いますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 それでは、ここの部分については市民に限定する

ということで進めさせていただきたいと思います。 

 以上で４の２の部分は終了とさせていただきたい

というふうに思います。 

 次に、（３）の調査対象事項の時間的範囲を限定

するかについて、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

○議会事務局長（秋武典子君） それでは、（３）

の調査対象事項の時間的範囲を限定するかについて

御説明します。 

 現在、調査対象事項の時間的範囲については規定

がないため、過去のこと、例えば何年も前の行為や

議員になる前の行為に対して、調査請求が可能にな

っています。 

 この時間的範囲を、例えば住民監査請求に倣って、

原則１年以内などとするか、また議員在任期間に限

るとの趣旨も入れるか、御協議をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりであり

ます。 

 今、局長から説明があったとおり、今はフリーハ

ンドみたいな状態になっちゃっていて、遡れるだけ、

議員じゃない部分まで遡れちゃうので、これは確か

に一定の時間的範囲は設けていったほうがいいんだ

ろうなというふうに思います。 

 問題はその期間でございます。住民監査請求に基

づくような考え方に同じくしていくなら、原則１年

以内と。それだと短いということであれば、議員任

期１期４年というところを守備範囲にするのか、そ

の辺はお考えあると思いますので、御意見をお出し

いただければありがたいなと思います。 

 あまり長く取り過ぎても、いつのときの話なのか

が分かりづらくなる。４年あるとかなり長いかなと

思うので、１年、あるいは長くても議員の任期の半

分とか、２年とかじゃないと、遡れなくなりますよ

ね、事実上。疑いを持っている方はいいんでしょう

けども、かけられたほうとしても、４年前というと、

かなりということはありますので、どうですかね、

その辺のお考え。 

 ここに示されているのは、原則１年というような

ところは、住民監査請求と同じ考え方ですね。監査

なんかも当然あまり過去に遡ってもやり切れないと

いうことで、多分原則１年というような考えを示さ

れているんでしょうから、あながちそんなに短過ぎ

るとは私は思わないですけど、何か問題があった場

合は、１年あれば十分に疑いを立証段階に持ってい

くということは、逆にそれぐらいやっていただく必

要性は出てくるんだろうなというふうに思いますの

で、疑いを持つということのほうの責務としても。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 考え方としては、議員在

任期間という４年が一つのくくりなのかなと私とし

ては思いますけど、いかがでしょうか。 

○議長（木原 宏君） そういった意見も出されま

した。ほかに御意見はございますでしょうか。 

○議員（頭山太郎君） 議員になってからというこ

とが基本だとは思うので、議員在職中のことで……。

そうか、30年になっちゃいますもんね、それじゃ申

し訳ないので、じゃあこれで大丈夫と思います。 

○議長（木原 宏君） 議員在職期間というと、多

分本当に連続当選の方と１期の方と大分時間的なあ

れが変わってきますので。 

○議員（山本みちよ君） 非常に悩ましいなと思っ

て、他市は大体、もしあるところで期間決まってい

るところがあれば分かりますか。 

○議長（木原 宏君） 大津市なんかは、住民監査
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請求を参考にして１年、大津市は１年となっていま

すけども。 

 当該任期、在任期間というのは当該期間だから、

今期でいえば、あと任期、４年、４年で切っていく

ということ、あまり20年も遡ってもいけないですよ

ね。 

○議員（上條彰一君） 例えば寄附行為の関係で言

えば、私が議員になったときは、お祭りの花という

か、寄附というのは、議員が当たり前のようにやっ

ていたんですね。それで、それはやめようよという

ことでの議員のほうも住民のほうもそういう合意が

あって、公職選挙法が変えられてというのがあるの

で、あまり長く遡るのもどうかと思いますし、やは

り問題は議員の資格を問われるということになりま

すから、やっぱり一議員任期ということで言えば、

４年というふうにして、ただし特別な事情がある場

合とか、正当な理由がある場合は、この限りでない

というところをつけて、少し幅を持たせておけば、

それで足りるんじゃないかなと思いますけど。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 今ちょっと副議長とも話し

したんですけど、多分恐らく議員在任期間というの

を１期４年と限ると規定できれば、４年でいいのか

なと思います。そうすると、２期、３期の人も、８

年前とか、12年前のことは遡れないわけで、あくま

で負託を受けて、選挙、改選をして、１期４年の間

の部分と。 

○議会事務局長（秋武典子君） その１期４年とい

うところで、スタートを現任期の開始時点とします

と、例えば新任期が始まってすぐの請求の場合には、

その前任期のところから１年以内とかというふうに

しなければ、請求できるものが過ぎていってしまう

というところはございますので、その行為を行った

ときに議員であることが必要という１点と、あとは

その行為が行われてからどれぐらいの期間を請求で

きることにするかというところを御議論いただけれ

ばと思います。 

○議長（木原 宏君） 議員であることということ

と、当該疑いを持たれた期間から何年みたいな、時

効期間じゃないですけど、そういう考え方のほうが

なじむのかもしれないですね。その辺の考え方をど

うするのかということにしないと、またさっきの起

算点の話じゃないですけど、ちょっとまたずれが出

てくると、なかなか１期４年でこっちは動いていま

すけど、当該請求、疑いが持たれたところの事案か

らどれくらいの期間がたっているのか、そのとき議

員であったか、今も議員であるかみたいなところな

んでしょうから。（「１年」と呼ぶ者あり）１年で

よろしいですか、当該事由が発生したところから。

（「１年ってすぐたっちゃう」と呼ぶ者あり）でも、

365日あるよ。住民監査請求も１年よ。（「事案が

あってから、じゃあ遡れないということね」と呼ぶ

者あり）何かルールはつくらないとということです

よね。 

 だから、それをカバーするには、もう一つ文言を

付け加えるなら、ただし正当な理由があるときはこ

の限りではないみたいなことは一文入れておくとい

うこともできないけどね。だから、普通は１年あれ

ば、短いと取るか、長いと取るかなんでしょうけど

も、議会でいえば、１年あれば４議会終了できるわ

けじゃないですか。４回例えば陳情だとか、請願を

市民の方も出すチャンスは１年あればあるわけじゃ

ないですか。それを短いと取れば短いんでしょうし、

１年あれば、普通は何か政倫審にかけなきゃいけな

いような事由が発生した場合というのは、そこで被

害を被った、あるいはトラブルになったということ

は、日がたてばたつほど、逆に言うと薄まっていく

はずなので、本来は熱が冷めないうちにいろんなこ

とをやろうと思うのが普通だろうと考えると、私は

１年はそんなに短くはないのかなとは思いますけど

も。 

 例えば請願を出そうといって、１年準備する方っ

てどうなのかなと。ただ、事件って、何かトラブル

があれば、その場でやりたいわけじゃないですか。
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例えば刑事事件になるようなことが世間一般で起き

たとして、１年後に、１年半後にそれを訴え出る人

というのはいなくて、事件って起きたらすぐに警察

だとか、裁判所に訴え出るものが一般的なんだろう

とは思うんですけども、いかがでしょうか、御意見

あれば。 

○議員（山本みちよ君） 様々考え方はありますけ

ど、まず原則１年以内ということで規定して始めて、

とてもそれじゃ無理だという事案がいっぱいあるの

であれば、それはそれで考えるということで進めた

らいかがでしょうか。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 調査対象事項は、当該請求に係る行為があった日

から起算して１年以内と、原則１年以内という形で

いかがでしょうか。かつ議員在任期間に限るかとい

うことだから、議員であるときのことということで

す。（「立候補前のことは問わない」と呼ぶ者あり）

問わない。立候補前のことは、逆に言えば問えない

ですよ、議員ではないですから。１年、妥当なとこ

ろではないでしょうかね。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 議員在任期間といって、

期が長い人でも選挙は４年に一回繰り返していくわ

けですから、４年間が一つのくくりで、議員の任期

として、その任期の間を遡って問えるということは。 

○議会事務局長（秋武典子君） 繰り返しにはなり

ますが、例えば選挙が近づいてきている、任期の変

更が近づいてきている。だけれども、何か見つけた

というときには、それの調査のための、審査のため

の資料が整わないまま、任期の変更があった場合、

そうしますとその場合には新しい任期に入ってから

請求されると、現任期の中ではないので、断ります

ということをしなければいけなくなりますので。 

○議員（稲橋ゆみ子君） そうしましたら、そこは

そこの起算というか、４年、原則任期の４年だけど

も、そこの問えるという、遡って、何か事案があれ

ば問えるという…… 

○議長（木原 宏君） ４年という考え方ではなく

て、当該事由が発生したところから原則１年、それ

が任期がまたがるようなことで、４年とやっちゃう

と、例えば改選前に問題提起、事由が発生して、改

選後に、１期４年と考え方を持っていると、１年以

内であっても遡れなくなるからということと、恐ら

く大津市なんかも４年を取らないということは、普

通は先ほども４年前のことを４年後に問うていくと

いうことは、結構恣意的なこともある可能性も否定

はできないわけですよね。普通は何かあったら、す

ぐに訴え出るのが普通ですよね、一般的な考えです

よね、何かトラブルがあった、あるいは誰々議員に

何かされたとか、やられたとか、例えば金銭的なト

ラブルがあった、不当な働きかけがあったというの

を確認した段階で、普通は動いていくわけであって、

何でそれを４年前のことを４年たってから今それを

問題提起するんですかということになると、何か４

年前のことを探して、今やろうというようなことに

もつながりかねないので、いたずらに長ければいい

というものでは恐らくないという考えに、それは住

民監査請求も当然そうだと思いますけども、４年前

のことは問いようがないというところがあるので、

原則１年以内、かつ議員在任期間に限るという形を

取れば、妥当なんだろうなと。仮に任期がまたがっ

ちゃったとしても、１年以内のことであれば、議員

であればそこはいいですよということに逆になるの

で、逆に言うと、稲橋議員がおっしゃっていること

は、１期４年で取っちゃうと、改選しちゃえば、逆

に言うと、言葉は悪いですけど、逃げ切れちゃうと

いうことにもなっちゃいますよ。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私が期間の長いのをこだ

わるのは、今回取り扱った事例、とても中身は濃い

ものだったと思うんです、初めての倫理審査会で議

論した内容が。それは今の１年以内にそういうこと

が事案があってということなのかというと、やはり

遡ってお金の動きがあったという、そこは問われた

というところなので、そういう事案は受け付けられ

ないのかというところになると、少し違和感がある
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という、そこの違和感の中での期間ということでこ

だわっています。 

○議長（木原 宏君） 恐らくさきに行われた政治

倫理審査会の内容は多岐にわたって、多分１年以内

のものもあったんじゃないんですかね。いろんな過

去のこともあったんでしょうけども、直近のものも

あったんでしょうから、仮に前回振り返って、原則

１年以内かつ議員在任期間としても、政治倫理審査

会を求めることができなかったのかというと、そう

でもないんじゃないのかなとは思うんですけども、

１年以内のこともあったんじゃないですか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） もちろんその中身を精査

すると、そういうのがあったかもしれませんけれど

も、そうすると１年以内のものだけですよという限

定になって、いろんな関連したところは切っていく

のかということにもなるんですけども、今回の事案

を考えた場合に、そこがどうなのかということを少

し懸念するわけです。 

○議長（木原 宏君） 本来当該事由が発生した段

階で政治倫理審査会を開いていただきたいんだった

ら、その方がいろんな意味で準備をされるのが普通

であって、例えば何年にもわたるということは、そ

の間、その方は何年にもわたって、ずっと我慢して

いたのか、ためにためていたのかということにもな

るんですけども、それはそれとして、やっぱりどこ

かに基準は設けないと、それこそそれが例えば１期

４年としたとしても、この間の案件で見れば、５年、

４年以上前のことだってあったんだろうと思います

ので、それが全てカバーできる期間ということにな

ると、その方が議員になった期間中がずっと対象で

すよということにしないと、カバーできないじゃな

いですか。 

 だから、上條議員なんかでいえば、数十年前も規

定しないとカバーできないということになるじゃな

いですか。私でいえば、木原議員に16年前、嫌なこ

とを言われて、それをずっとためにためていて、16

年後にここだということで準備して訴え出たんです

ということが、果たしてそれが適切かどうかという

ことにもなるので、稲橋議員の懸念を遡っていくと、

その方が議員になったところからカバーできないと、

全てのことはカバーできないという理論にもなり得

るので、だからどこかで基準は設けないと、別に何

か却下したいとかいうことじゃなくて、何か基準は

必要で、普通でいえば、事件が仮に一般社会でいえ

ば事件が起こったところから１年あれば、普通は準

備をして、正当に警察機関なり、裁判所に訴え出る

とすれば、１年あれば準備はできるんじゃないんで

すかというところが長いと取るか、短いと取るかな

んですけども、妥当なところじゃないんでしょうか

と。 

 それ以前にもいろいろ嫌な思いをしていたんだと

いうことになれば、例えばそこを基準として、参考

意見として過去にはこんなこともあったんだぐらい

のことは言う、そこまで発言するなとはなかなか言

えないのかもしれないですけども、とにかく基準と

なる当該行為は原則１年ぐらいというのが妥当なと

ころなんじゃないんでしょうかねというところです。

例えばそこで脱税があったとか、寄附行為があった

ということでも、やっぱり１年あれば、ある程度は

準備して訴え出るということは一般的にはできるん

だろうなとは思うんですけども、よろしいですか。 

 それぐらいで十分議論も尽くしたと思うので、調

査対象事項は当該請求に係る行為があった日から起

算して原則１年以内、かつ議員在任期間に限るとい

うことでいかしていただければと思いますけども、

よろしいでしょうか。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 皆さんの合意というとこ

ろでは仕方がないとは思うんですけども、原則１年

という原則のところがどういうところなのか、解釈

ができるような何か文言というか、付け足しみたい

な、逐条解説とかというところは、それはあるんで

しょうか。 

○議会事務局長（秋武典子君） この条例の成立段

階で細かな規定というのはなかなか難しいと思いま
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す。いろいろな場合が考えられると思いますので、

そういったケース、例えば２日過ぎているだとか、

そういったことがあったときに救えないというもの

ではないのではないかというところで、原則という

ところを設けて、また例えば議運で御審議いただく

ですとか、そういったところが考えられるのではな

いかなと思います。 

○主任（小林直岐君） ちょっと補足させていただ

きます。大津市と地方自治法を御覧いただきたいん

ですけれども、ここに特別な事情があると認められ

るときは、この限りではないとか、正当な理由があ

るときは、この限りでないとか、このような書き方

で補っているというところもあります。これで想定

されているのが、例えば性質上、ほかの人が知る由

もなかったようなことが後から分かったとか、その

ようなものが想定されていることになります。 

 以上になります。 

○議長（木原 宏君） ですから、原則１年以内、

１年としたとして、地方自治法みたいな書き出し、

救済を一つつくっておくとかというのも一つ考え方

とすればあるのかなと。原則は１年として取るけど

も、ただしと。 

○議員（頭山太郎君） 今回のこともありましたの

で、原則はそうだけれども、今、小林主任からお話

があったようなところも盛り込むのはやぶさかでは

ないんじゃないでしょうか。 

○議長（木原 宏君） ということでカバーできる

かなとも思うんですけど。 

○議員（稲橋ゆみ子君） ぜひ救済措置的なもので

盛り込んでいただければと思います。お願いします。 

○議長（木原 宏君） 何か規定できない特別な事

由、１年以内に知り得ないようなことが後から分か

るということもないとも限らないので、そういった

方向性で書き出していただければというふうに思い

ます。 

 それでは、ここで４の３について、調査対象事項

の時間的範囲を限定するは終了といたします。 

 続きまして、（４）の一事不再議を規定するかに

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） それでは、（４）

の一事不再議を規定するかについて御説明します。 

 現在、全く同じ案件で再度調査請求をすることが

可能かどうかの規定がありません。そこで、同じ案

件の調査請求をしてはならないこととすることが考

えられます。 

 なお、同じ案件に該当するかどうかは、その都度

事案に応じて議運で検討することになります。その

場合、全く同じ案件であるとは限らず、例えば同じ

人が少し違った角度から請求することや、同じ内容

の請求を別の人がしてくる場合も考えられますが、

議運で実質的に同じ案件と言えるか、言い換えると、

解決済みの事案の蒸し返しであると判断できれば却

下することができます。 

 逆に規定がなければ、実質的に同じ案件でも、議

運で却下するための確実な根拠がないことになって

しまいます。 

 以上のとおり、一事不再議を規定するか、御協議

をお願いします。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりでござ

います。 

 当然こういった一事不再議みたいな考え方を逆に

持っていかないと、議運で似たような案件が出てき

たときに、これはちょっと一事不再議的になるんじ

ゃないかという却下もできないということはあり得

るのかなと。当然全く同じということではない。微

妙に違うということももちろんあるのかもしれない

ですけど、今回は議運が入ってきますので、この辺

の考え方をどうするのか、規定するか、しないかと

いうところなので、御意見があればお出しをしてい

ただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） 原則的にはそうしないと切

りがないと思いますので、規定は設けていいとは思

うのですが、ただやっても何も変わらないので、変

わらないということの矛盾はすごく持っているもの
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はあるんですけども、そういったことが出てきたと

きには、また判断するのは議運で判断できるわけで

すから、そこでまた判断はしてもらうことも考えら

れるとは思うんですけど、基本的にはこのことを入

れていただくということでよろしいと思いますけど

も。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見はございます

でしょうか。 

○議員（上條彰一君） 同一議員のということで出

されたとしても、出されている、提出をされている

資料が、前に出されているものと内容が違ってくる

ということも当然考えられるわけで、どこをもって

一事不再議とするのかということがやっぱり議運で

審査するときにも大事な問題ということになるんで

はないかなと。 

 ですから、いわゆる形式的にこの議員で出されて

いるから駄目というような文言じゃなくて、やっぱ

り出されている資料に基づいてきちんと審査がされ

るようにするということになれば、いわゆる一事不

再議を取らない。原則的には取りながらも、きちん

とした審査を行えるようにして、再度審査ができる

というふうにしておいたほうが現実的な対応にはな

るんじゃないかなと思いますけど。 

○議長（木原 宏君） もちろんそういう考え方も

あるのかなと。規定はしなくても、できないという

こともあるのかもしれないですけど、しなくても、

ただ議運でやっぱり一事不再議的な考えは持ってい

てもらわないと困るということ、全部がちょっとず

つ、ちょっとずつ変えて、ずっと五月雨式に請求が

されるということは防がなければいけないので、そ

れは逐条解説の中で例えば一事不再議の明文はしな

いけども、議運の中でそういったものを、そういう

考え方も持って判断するとかというふうに書いても

らってもいいのかもしれないし、一事不再議を規定

したとして、逆に言うと、規定すると、上條議員の

ように微妙に違うじゃないかみたいなことも厳密に

いえば防げない、全く同じとは判断できないでしょ

うというようなこともあるけども、でも実質的に同

一案件だよねというようなことも判断できないとい

けないのかなとは思うんですけども。 

○議会事務局長（秋武典子君） 今、御懸念の少し

ずつ資料が違うですとか、あと同じ案件なんだけれ

ども、証拠資料が全然違うですとか、そういった場

合には議運のところで御審議いただいて、例えば却

下となった場合には、その御説明の必要があります

ので、その説明でしっかり説明できるという御判断

いただければよろしいかなと思います。また、違う

ということで判断して、付託して、ただ審査会のほ

うで同じ案件でしょうということであれば、同じ結

論になるというところで御判断いただくという流れ

になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 今の局長の説明を聞けば、

議運のところでしっかり判断してもらうということ

になれば、ここは規定を設けて、一事不再議の考え

は持っておいて、なおかつ議運でそこも判断しても

らう、一事不再議に抵触するかどうか。 

 だから、政治倫理審査会は一事不再議を規定する

でいいんじゃないですか。だから、審査された事案

については再び行うことができないと規定を設けて

おけばいいんじゃないですか。審査請求は、条例

云々において、審査された事案については再び行う

ことはできないと。だから、一事不再議の考えは持

っていたほうがいいんだね。今度はこれ一事不再議

に抵触しないですよということがあるなら、それは

請求者側が今度はそういうふうな形でもう一度、再

度出してもらうという必要性は出てくると。要する

に同一案件については、同じ結論になるので、審議

のしようがないですよということはうたっておかな

ければいけないということですね。よろしいですね。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、進めさせていただき

ます。ここの部分については規定をするというよう

な形で進めさせていただきたいと思います。 
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 次に、（５）の調査請求書の段階で、請求者に疑

いの立証を求めるかについて、事務局から説明をお

願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） 現在、調査請求書

には、第３条の第何号に違反している疑いがあるか

を記入する欄はありますが、条例違反と考える具体

的理由と根拠を書く欄がありません。 

 限られた時間で調査をするためには、資料の読解

を審査会に委ねるのではなく、なぜその資料を基に

条例違反と考えたかを請求者自ら示すべきと考えら

れます。 

 その方法として、民事訴訟に倣い、証拠説明書の

添付を求めることが考えられます。証拠説明書は、

証拠資料の一覧表であり、資料番号、資料名のほか、

立証趣旨、つまりその証拠で何を立証するのかとい

うことを記載することになっています。 

 以上のとおり、調査請求書の段階で請求者に疑い

の立証を求めるか、またその方法として、民事訴訟

における調査請求書に倣うこととしてはどうかとい

う点について御協議をお願いします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。説

明は以上のとおりでございます。 

 先ほど人数要件の部分の話のときにもありました

けども、人数要件はなるべくハードルを上げないよ

うにというような議論で落ち着いておりますので、

当然私の考えとすれば、こういった段階で民事訴訟

に倣って、ある程度疑いを持ったほうからも資料の

提出と、あるとそれで何を訴えたいのかと、立証し

たいのかというような疑いの立証は求めていかない

と、議長も判断できないですし、議運でも判断でき

ないということも出てくるのかなというふうに思い

まして、私とすれば、そういった形を求めていく、

民事訴訟みたいなことに倣っていったほうがいいん

じゃないのかなと思いますけども、御意見があれば

お出しをいただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） この点につきましては、さ

きの政倫審でも会長に私、確認しましたら、１回目、

それは疑いを持ったほうが責任があるんだというこ

とでしたけども、それがうまくちょっとかみ合わな

かったところはあったと思います。 

 ですから、今回しっかりと明文化していただきた

いと思いますし、膨大な資料も出てきましたけど、

それがどのことについてという、一つずつひもづけ

されていなかったように思いますので、そこまでし

っかりとやっていただきたいと思いますから、この

とおり変えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見は。 

○議員（上條彰一君） 私もきちんとした審査をす

るということで、前段で審査が必要かどうかを判断

する材料として、やはり条例違反と考えた根拠だと

か、資料だとかいうものはしっかりと示していただ

くことが必要で、疑いがあるよというだけでもって

請求されても、それは審査会を開くということには

ならないと思いますので、そこはしっかりと求めて

いくということが必要だと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 当然ここは非常に大事な部分になると思いますの

で、ここがしっかり規定ができないと、先ほどの人

数要件なんかも遡ってやっぱり恣意的に運用できな

いようにしていかなきゃいけなくなりますので、こ

こはきちんと請求者がある程度立証をこのようにし

ていただかないと、さきに行われたやつも、我々は

疑いがあるから言っているので、それが黒か白かは

そっちで調査してくれというのは、調査機関ではあ

りませんので、実質上、なかなかそこで判断してい

くということは難しいので、請求者側のほうで疑い

の立証をしていってもらうということは当然必要で

ある。これがされるのであれば、恣意的な運用も大

きく避けられるのかなと。これだけの資料が、これ

だけのものが出てくるのだったら、これは逆に審査

会を開かざるを得ないというような判断にも当然な

るわけでありますので、ここの部分についてはこの
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ままのとおり進めさせていただきたいと思いますけ

ども、よろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、このような形で（５）

については進めさせていただきたいと思います。 

 次に、（６）の調査請求、審査請求について、事

務局から御説明をお願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） 調査請求というと、

請求を端緒として審査会が主体的に調べるニュアン

スで、実態と乖離があるのではと思われます。現に

会議体も審査会であり、調査会ではありません。ま

た、他団体では、ほとんどの場合、審査請求として

います。 

 そこで、条例改正を機に、調査請求を審査請求と

してはどうかと考えますので、御協議をお願いしま

す。 

○議長（木原 宏君） これも先ほどの話に付随す

る部分で、なかなか調査という調査機関ではありま

せんので、審査がなじむのだろうという、名前も審

査会でありますので、ここの部分については審査請

求という形に改めさせていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いをいたします。よろ

しいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

 審査会への付託 

 

○議長（木原 宏君） 続いて、日程５、審査会へ

の付託を議題といたします。 

 まずは、（１）の議運、議運協での当事者からの

意見聴取は必要かについて、事務局から説明をお願

いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） 調査請求を諮問さ

れた議運や議運協議会に当事者は呼ばないことを決

定しました。ただし、調査内容を明らかにするため

に、当事者の意見を聞くことが必要である場合も考

えられます。 

 このことに関し、そもそも調査請求を受けたこと

自体、調査対象者に通知する必要があるかが問題に

なります。これについては弁明に向けた準備も必要

なので、議運諮問と同時の通知が適切でないかと考

えられます。 

 また、疑義がある場合に議運協から本人に確認す

ることは認めるか、また逆に本人から説明の申出が

あった場合にも認めるかという点も決めておく必要

があります。 

 この点について、そもそも議運は不適切な調査請

求が審査会に上がらないようにするためのものです。

議運や議運協で調査請求が不適切かどうかの判断が

できれば、当事者への照会は不要であり、逆に判断

できなければ必要なのではないか、つまり案件次第

ではないかと考えられます。 

 その点で、本人からの申出があっても認める必要

はないと考えられます。ただし、弁明の権利として

位置づけるのであれば、規定する必要があります。 

 以上のことに関して御協議をお願いします。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりでござ

います。 

 網かけの部分の検討事項について、御意見をお出

しいただければと思います。調査請求を受けたこと

自体、本人に通知する必要があるかどうか、疑義が

ある場合に当事者への照会を行うことを想定するか

どうか、弁明を権利として位置づけるかどうか、そ

れとも議運の判断といたすところにするのかどうか、

御意見があればお示しをいただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） これは局長がおっしゃった

ように書類だけでやるということになっていますか

ら、基本的には書類を持って、先ほど出てきた請求

者がしっかりと書類を作らなきゃいけませんから、

それだけでしっかり判断して、それで判断していく

というのがないと、またこの前の話ですけど、ミニ

審査会に絶対になって、呼ぶとやっぱりなっていく

ような形がしますので、どれだけその資料が、請求

されてきた資料が正確なのか、そこでこれじゃ判断
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できないということであれば、差し戻せばいいだけ

の話だと思いますので、それ以上はよろしいんじゃ

ないかと思います。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 ほかに御意見はございますでしょうか。 

○議員（上條彰一君） 調査請求が議会事務局に出

されますよね。それで、その調査請求が要件を満た

しているか満たしていないかということは、調査請

求書を見て、議運にかかる前にもうちょっとここは、

これではこの疑惑を証拠づけるものにならないから、

こういう資料を出してくださいとか、そういう記述

をしてくださいとか、そういったことというのは議

会事務局ではできるのですか。 

○議会事務局長（秋武典子君） 議会事務局で確認

させていただくのは、まずは様式が整っているか、

記載内容が満たされているかということと、今取り

入れていただくことになりました資料の一覧ですね、

それとの突合でしっかりとそれの名前に合った資料

があるかどうかという、本当に形のものであって、

その資料がまるで関係のない資料ではないという、

そこの推定というところにとどまるかなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ということでございます。 

○議員（上條彰一君） 要はそういうことで出てく

る資料で、先ほど来、問題になっている議会運営委

員会で審査をする場合に、疑惑を裏づけるものかど

うかという判断ができるかどうかというところが一

つあると思うんです。そうすると、本人の出席はし

なくていいよとなっているんだけれども、補足的な

説明を本人にしてもらわないといけないという場面

も出てくるのかどうか。 

 要は疑惑の証明そのものが不十分だから却下だと

いうふうに決定、だから審査会に付託はしないとい

う判断をする場合に、そこら辺のことをきちんと結

論づけられるようなものが出てくるような仕組みを

しっかりつくっておく必要があるんじゃないかとい

うことです。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 今後はこれ多分先ほどのあれでいくと、審査請求

となるんですね、調査請求じゃなくてね。この審査

請求が書類を整えてもらって、先ほど決めた立証、

証拠説明書という、これはきちんと書式をつくって、

その書式に倣って提出をしていただいて、要件が整

っていれば、事務局で受理、議長に届いて、議長か

ら議運に諮問となった段階で、その時点で審査請求

受けましたよということを本人に通知をするかどう

か、まだそこでは当然付託をするかどうかは別の話

なんですけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） つまり調査請求、だから

請求が出たよということをまず当事者に伝えるかど

うかということですよね、１点目はね。それはまず

やっぱり事実を伝えたほうがいいと思います。それ

を何も言わないで、議運にかけたほうがよっぽどび

っくりしちゃうから、それはまずかけるべきだと思

います。 

 それから、その案件がだから議運にかけられたと

きに、やっぱり補足説明、それだけの文書だけを見

て、全部がなかなか理解し難い。だから、それはも

しかして当事者として審査会のほうでそのことをこ

の前のように説明するという場があるのかもしれな

いんですけども、その前に必要に応じて議運でもそ

ういうことができるということにしていくのが、そ

れはでもそのあたりのところが扱いが、議運として

の扱いはどこまでかということを決めておくという

ことなんですね。当事者が、請求人がきちんと補足

を説明するのが審査会の場なのかなというふうに前

回見て思うわけですけれども、皆さんはいかがでし

ょうか。 

○議長（木原 宏君） そこは私が諮りますので。 

○議員（山本みちよ君） 稲橋議員の今おっしゃっ

たとおりだと思いますので、まず本人に通知するか

否かという、議運までかかる段階になったら必然的

に耳には入っていると思うので、そこはきっちりと
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お伝えしてもいいのかなというふうに思います。当

事者の照会についても、あくまでもミニ審査会にな

らないということが今回運用として大事かと思いま

すので、あくまで出された書類の中で基準に違反し

ているかどうかという判断をするというところでい

いかと思います。 

○議長（木原 宏君） 恐らくそういうことなんだ

ろうと思います。当然本人に知らないまま議運にか

ける、あるいは議運協にかけるということはできな

いと思うので、こういう訴えが出ましたよというこ

とはお知らせしていいのかなと思います。 

 疑義がある場合というのは、書類上、疑義が何か

不備があった場合は、当然当事者へ聞くということ

はあってもいいのかもしれないですけど、そこに呼

んで説明をするみたいなことになると、当然弁明の

機会もセットにしないと、一対にしておかないとい

けないので、そうするとミニ審査会になってしまう

ので、議運とすれば、できることとすれば、書類上

の不備があった場合は問合せをかけるということは

できるかもしれませんけど、そこで審査会みたいな

呼んで説明を受けるとか、請求者に対して呼んで弁

明させるとかということはしないほうがいいのかな

というふうに、あくまで書類上で判断ができる。 

 逆に言うと、書類上で判断ができないような書類

であっても困るわけでありますので、議運としては、

本人にはお知らせはしますけども、当事者への照会、

いわゆる照会というか、説明の場と弁明の場という

のは設けないということにして、議運できちんと諮

ってもらうと、そこは判断してもらうということで

いきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、そのように進めさせ

ていただきたいと思います。 

 次に、(２)の調査請求者・対象者が議運の委員の

場合はどうするかについて、事務局から説明を求め

ます。 

○議会事務局長（秋武典子君） 現在この点につい

ての規定がないため、議運の委員は当事者になった

場合でも議論に参加することになっています。 

 そこで、いずれの場合も除斥としてよいか、また

除斥の場合、代理を立てることは難しいと考えられ

ますが、それで問題ないか、御検討をお願いします。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりであり

ます。 

 これも一般的に考えれば、除斥にしないと、それ

はおかしい話ですので、それはいいのかなと。代理

もその場合はなしでいいのかなと。議運の委員をそ

の場で替えて、代理で立てるというのもちょっと変

な話かなと思うので、その方を除いた他の議運の委

員で御審議していただくということで十分問題ない

のかなとは思いますけども。 

○議員（稲橋ゆみ子君） そうすると、そこの会派

の代表がそこは参加しないということなんですね。

だから、議運で当事者を除斥するということは、そ

こに補充をしないということは、その会派の代表は

そこにはいないということの理解でいいんですか。 

○議長（木原 宏君） 今の諮り方ですと、そうい

うことになります。委員会の考え方と一緒です。 

 よろしいですね、ここの部分については。審査の

請求者、対象者が議運の委員の場合は除斥という形

で、代理も立てないという形で進めさせていただき

たいと思います。 

 

 調査の進め方 

 

○議長（木原 宏君） 続いて、日程６、調査の進

め方を議題といたします。 

 まずは、（１）の審査会での調査対象者はどう関

わるのかについて、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

○議会事務局長（秋武典子君） 現在、条例の２条、

７条、８条で関わり方についての規定があります。

このうち８条では、「議員は、審査会の要求がある
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ときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出

席しなければならない」と「又は」の文言があるこ

とで、対象議員の審査会への出席義務の有無が不明

確になっています。 

 出席義務はあるとすべきか、御検討をお願いしま

す。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりであり

ます。 

 御協議をいただきたいと思います。対象者に出席

の義務を設けるかどうかということでございます。

御意見があればお出しをいただきたいと思います。 

○議員（頭山太郎君） これは設けていただいて、

御出席いただいて、さきも弁護士さんをつけてとい

うことで来ていただきましたので、設けていただき

たいと思います。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見はございます

でしょうか。 

○議員（上條彰一君） 私も疑惑を持たれた議員の

方は、やはりその疑惑を自ら晴らす、そういうこと

が必要だということも条例上明記されていますから、

その方法としては書面もあるでしょうけど、しっか

り御自身の言葉で語っていただくということが必要

だと思いますから、しっかり出席の義務を果たして

いただくということは必要なんじゃないかと思いま

す。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

 この辺については出席義務を設けるということで

よろしいでしょうか。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） では、そのような形で進め

させていただきたいと思います。 

 次に、（２）の資料の追加を認めるか、認める場

合はいつまでにするかについて、事務局から説明を

お願いいたします。 

○議会事務局長（秋武典子君） 前回の政倫審では、

審査の過程で両当事者から資料の追加の申出があり

ました。事実解明の必要性と、審査の期限や対象議

員の防御権とのバランスで、ルールが必要と考えら

れます。 

 この点について、資料の追加は、調査請求者は調

査請求時、調査対象者は弁明時としてはどうか、ま

た例外として、政倫審会長の許可があれば認めるな

ど明記してはどうかと考えますが、御協議をお願い

します。 

○議長（木原 宏君） 説明は以上のとおりであり

ます。 

 資料の追加の部分について、どういった考えで臨

むかということで御意見をいただければと思います。 

○議員（頭山太郎君） 事務局案でよろしいと思い

ます。時期も適切だと思いますし、ばらばら出てき

たら、その都度大変なことになりましたので、それ

はやめていただいて、ただ会長の許可があればとい

うことで、大事なことが出てくる可能性があるかも

しれませんので、それは否定しなくてもよろしいん

じゃないかと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ほかに御意見はございます

でしょうか。 

○議員（上條彰一君） 私も頭山議員と同様です。

それで、要は政倫審の会長の許可があれば認めると

いうことで、お互いの主張が対峙することがあると

思いますから、そこの辺を補う上で資料の再提出な

りを認めるということで、しっかり白黒つけるとい

うことでよろしいんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○議長（木原 宏君） ありがとうございます。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 前回の議論の中で、やは

りやり取りが違うというか、中身が見解の相違があ

った場合のその違いがあった場合の根拠をきちんと

資料で出すという形でないと、どちらが事実なのか

ということも分かりづらかったのがありますので、

随時その状況に応じては資料を受け付けるというと

ころで、必要に応じて、やっぱり議論のやり取りの

中で食い違うことが出てくるわけですよね。そうい
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った食い違いを明らかにするためにも、資料とか、

そういったものを提出していかなければいけない場

面もあったかなと思いますので、その必要に応じた

資料を受け付けるということ。 

○議長（木原 宏君） 当然言っている意味は分か

るんですけれども、原則として、資料は、審査請求

者は審査の請求時にまずはきちんとそろえてもらわ

なきゃいけないということと、対象者は弁明時まで

に出してもらうということを原則としないと、追加

で追加でということになるといけないので、あと

「ただし」の例外としての部分は、会長が審査の過

程において重要な意味をなすような資料が例えば申

出があった場合、それを拒否するものではないとい

うことを取っているだけで、随時認めますというこ

とになると、事務局のほうも事実上対応できないの

で。 

○議員（頭山太郎君） それは稲橋議員がおっしゃ

るとおり、私も同じことを聞いて、全く違うこと。

でも、調査権がない、調査できないんです。調査で

きないから、出てきた資料で判断するしかないので、

それはそれを出してくれと言っても、調査は私たち

できないので、限界があるわけですよ。だから、一

番初めにしっかりそろえて出していただいて、そこ

のところで責任を持ってやっていただくというのが

今回議運をかませますから、あとさっきやったよう

に会長の判断で必要があったときだけですから、ば

らばら出すのはやめてください。 

○議長（木原 宏君） 逆にばらばらということに

なると、会長のほうで却下される可能性もあるとい

うことですよ、この規定でいけば。 

○議員（稲橋ゆみ子君） 私はちょっと随時という

言い方が誤解を招いたかもしれないんですけど、必

要に応じて、これを出したいという求めがあった場

合には、会長の判断で受けていくというところが、

どこかにそういうふうに示されていただきたいと思

います。 

○議長（木原 宏君） つまりは事務局案で大丈夫

ということだと思いますので、よろしくお願いをし

たいと思います。事務局案でいくということでよろ

しいですね。 

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） それでは、この部分につい

ての協議は終了といたします。 

 次に、日程７、次回日程を議題といたしたいんで

すけども、ちょっとボリュームがここで多くなって

きて、多分２時間の枠ではとても終わらないので、

次はちゃんと休憩を取って、昼をまたぐときは。そ

れで、一日体制、常任委員会みたいなしつらえで、

３時を過ぎれば３時に休憩を取って、きちんとやれ

るようにしないと多分皆さんもたないと思う、今日

も４時間ぶっ通しになっておりますので。 

 ということなので、それを踏まえて、次回日程を

議題といたしたいと思います。次回会議は６月下旬

から７月上旬の開催を予定しております。お手元に

配付いたしました日程候補を御覧ください。 

   〔日程調整〕 

○議長（木原 宏君） 以上で本日御協議いただく

案件は終わりました。 

 皆さんからほかに何かございますでしょうか。 

   〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木原 宏君） なければ、これをもって立

川市議会政治倫理条例検討会議を散会いたします。 

   〔散会 午後２時５分〕 
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